
横浜市処遇改善等加算取扱要領 

制  定 平成 27 年４月１日 こ保運第１号（副市長決裁） 

最近改正 令和５年７月１日 こ保給 1135 号 （局長決裁）  

 

第１条 この要領は、横浜市における保育・教育に係る給付費等取扱要綱（以下「給付費要綱」

という。）に定める処遇改善等加算Ⅰ（以下「加算Ⅰ」という。）、処遇改善等加算Ⅱ（以下「加

算Ⅱ」という。）及び処遇改善等加算Ⅲ（以下「加算Ⅲ」という。）並びに横浜市における保育・

教育に係る向上支援費等取扱要綱（以下「向上支援費要綱」という。）に定める職員配置加算

及び職員配置加算（休日）の処遇改善等加算Ⅲ相当分（以下「職員配置加算Ⅲ」という。）、ロ

ーテーション保育士（保育教諭）雇用費の処遇改善等加算Ⅲ相当分（以下「ローテ保育士加算

Ⅲ」という。）、安全な保育を実施するための職員雇用費の処遇改善等加算Ⅲ相当分（以下「安

全な保育職員雇用費加算Ⅲ」という。また、職員配置加算Ⅲ、ローテ保育士加算Ⅲ及び安全な

保育職員雇用費加算Ⅲを「向上支援費加算Ⅲ」という。）及び職員処遇改善費の加算の認定等

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（加算の目的） 

第２条 保育・教育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育・教育を安

定的に供給していくため、職員が意欲とやりがいをもって、「長く働くことができる」職場環

境を構築するため、職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給に要する費用の加算（加算Ⅰの基

礎分）、職員の賃金の改善やキャリアパスの構築の取組に要する費用の加算（加算Ⅰの賃金改

善要件分）、職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金の改善に要する費用の加算（加算

Ⅱ）、職員の賃金の継続的な引上げ（ベースアップ）等に要する費用（加算Ⅲ及び向上支援費

加算Ⅲ）及び経験年数に応じた職員の昇給を確保するための費用の加算（職員処遇改善費）を

行うものである。 

 

（加算額に係る使途） 

第３条 加算Ⅰの基礎分に係る加算額は、職員（非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職

員を含む。以下同じ。）の賃金（退職金（注）及び法人の役員等としての報酬を除く。以下同

じ。）の勤続年数等を基準として行う昇給等に適切に充てること。 

加算Ⅰの賃金改善要件分、加算Ⅱ、加算Ⅲ、向上支援費加算Ⅲ及び職員処遇改善費に係る加

算額は、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てること。また、当該改善の前提として、国

家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定（以下「増額改定」という。）

分に係る支給額についても、同様であること。 

（注） 退職者に対して前条の目的と関連なく適用される賃金の項目やその増額については、



その名目にかかわらず、処遇改善等加算の賃金の改善に要した費用に含めることができない。 

２ 処遇改善等加算による賃金の改善に当たっては、前条の目的に鑑み、その方針をあらかじめ

職員に周知し、改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目（業績等に応じて変動するものを除

く。）の水準を低下させないこと（注）を前提に行うとともに、対象者や賃金改善額が恣意的

に偏ることなく、改善が必要な職種の職員に対して重点的に講じられるよう留意すること。  

（注） 第５項により加算額の一部を同一の設置者・事業者が運営する他の施設及び事業所の

賃金改善に充てる場合であっても、それを理由として賃金水準を低下させたり、加算による

改善の水準を拠出の程度を超えて低下させたりしないこと。 また、加算Ⅰのキャリアパス

要件を満たさなくなること等により賃金改善要件分に係る加算率が減少する場合や令和５

年度における加算Ⅲ算定対象人数の算定に伴い令和４年度と比べて加算額が減少する場合

（利用する子どもの数の減少や加算の適用月数の違いによる影響を除く）については、減少

する加算額に相当する部分はこの限りでない。 

３ 加算Ⅰの賃金改善要件分及び加算Ⅲに係る加算額については、各施設及び事業所で決定する

範囲の職員に対し、基本給、手当、賞与又は一時金等のうちから改善を行う賃金の項目を特定

した上で、毎月払い、一括払い等の方法により賃金の改善を行うことができ、各施設及び事業

所においてその名称、内訳等を明確に管理すること。なお、手当や一時金等については、基本

給の引上げや定期昇給の増額等に段階的に反映していくことが望ましく、給与表や給与規程の

見直しを推進すること。 

４ 加算Ⅱに係る加算額については、副主任保育士、専門リーダー又は中核リーダー及び職務分

野別リーダー又は若手リーダーに対し、役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に

応じて、決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うこととし、各施設及

び事業所においてその名称、内訳等を明確に管理すること。 

５ 加算Ⅰの賃金改善要件分及び加算Ⅲ（令和６年度までの間は、加算Ⅱを含む。）に係る加算

額については、その一部（加算Ⅱにあっては、加算見込額の 20％（10 円未満の端数切り捨て）

を上限とする。）を同一の設置者・事業者が運営する他の施設及び事業所（注）における賃金

の改善に充てることができること。 

（注） 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所（当該施設及び事業所が所在する市町

村の区域外に所在するものを含む。）に限る。 

 

（処遇改善等加算Ⅰの申請及び認定） 

第４条 施設及び事業所が加算Ⅰ（各種加算項目に付随するものを含む。以下同じ。）の加算を

受けるための手続きは、次の各号によるものとする。 

（１）加算Ⅰの加算の認定は、横浜市長が行うものとする。 

（２）施設及び事業所の代表権を有する者又はその委任者（以下「代表者」という。）は、加



算の適用を申請するときは、加算率等認定申請書（処遇改善等加算Ⅰ）（第１号様式の１）、

職員履歴報告書（Ａ票）（第１号様式の２）及び職員状況報告書（Ｂ票）（第１号様式の３）

を作成し、横浜市長が定める日までに、横浜市長に申請するものとする。 

（３）横浜市長は、加算適用の適否、職員の平均経験年数の算定内容及び適用する加算率の値

を確認し、加算の認定を行うこととし、認定の内容を施設及び事業所に通知することとする。 

（４）代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算率と異な

る場合は、給付費要綱第５条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表者

の過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。 

 

（処遇改善加算Ⅰの加算率及び支給額） 

第５条 加算額の算定に用いる加算率は、職員１人当たりの平均経験年数の区分に応じ、基礎分

の割合に、賃金改善要件分の割合（キャリアパス要件に適合しない場合は、当該割合からキャ

リアパス要件分の割合を減じた割合。賃金改善要件分の要件に適合しない場合は、０％。）を

加えて得た割合とする（加算率については、以下の加算率区分表を参照。）。 

＜加算率区分表＞ 

職員一人当たり 

の平均経験年数 

加算率 

基礎分 
賃金改善 

要件分 

 

うちキャリア 

パス要件分 

11 年以上 12％ 7％ 

2％ 

10 年以上  11 年未満 12％ 

6％ 

 9 年以上  10 年未満 11％ 

 8 年以上   9 年未満 10％ 

 7 年以上   8 年未満 9％ 

 6 年以上   7 年未満 8％ 

 5 年以上   6 年未満 7％ 

 4 年以上   5 年未満 6％ 

 3 年以上   4 年未満 5％ 

 2 年以上   3 年未満 4％ 

 1 年以上   2 年未満 3％ 

 1 年未満 2％ 

 



２ 加算Ⅰの支給額は、各施設及び事業所の種別及び定員区分に応じた加算Ⅰの単価及び加算項

目ごとに定められた加算Ⅰの単価の合計に、第１項で算定した加算率（％）を乗じて得た額を

月々の児童一人あたりの単価として加算する。 

 

（平均経験年数の算定） 

第６条 当該施設及び事業所の職員１人当たりの平均経験年数は、第２項に規定する算定の対象

となる職員について、第３項各号に規定する算定の対象となる施設及び事業所における経験年

数を合算して得た総経験年数を、当該職員の数により除して得た年数（６月以上の端数は１年

とし、６月未満の端数は切り捨てること。）とする。 

２ 職員１人当たり平均経験年数の算定の対象となる職員は、その職種にかかわらず、当該施設

及び事業所に勤務する全ての常勤職員（当該施設・事業所の就業規則において定められている

常勤の従事者が勤務すべき時間数（教育・保育に従事する者にあっては、１か月に勤務すべき

時間数が 120 時間以上であるものに限る。）に達している者）とする（居宅訪問型保育事業に

おいても、当該事業を行う事業所を単位として職員１人当たり平均経験年数を算定する）。た

だし、常勤職員以外の者であっても、１日６時間以上かつ月 20 日以上勤務している者にあっ

ては､これを常勤職員とみなすものとする｡ 

３ 個々の職員の経験年数の算定に当たっては、子ども･子育て支援法第７条第４項に定める教

育･保育施設、同条第５項に定める地域型保育事業を行う事業所及び同法第 30 条第１項第４号

に定める特例保育を行う施設及び事業所における経験年数のほか、当該職員の過去の勤務歴に

ついて、次の各号に定める施設及び事業所等における経験年数を合算するものとする。 

（１）学校教育法第１条に定める学校及び同法第 124 条に定める専修学校における勤続年数 

（２）社会福祉法第２条に定める社会福祉事業を行う施設及び事業所における勤続年数 

（３）児童福祉法第 12 条の４に定める施設における勤続年数 

（４）認可外保育施設（児童福祉法第 59 条の２第１項に定める認可外保育施設のうち、地方

公共団体における単独保育施策による施設、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明

書を交付された施設（企業主導型保育施設を含む。）及び幼稚園に併設された施設）におけ

る勤続年数及び教育･保育施設又は地域型保育事業に移行した施設及び事業所における移行

前の認可外保育施設として運営していた期間の勤続年数 

（５）医療法に定める病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所における勤続

年数（保健師、看護師又は准看護師に限る。） 

４ 第２項の職員１人当たり平均経験年数の算定は、当該年度の４月１日現在において行うこと

とする。 

ただし、年度の途中に新たに子ども･子育て支援法第 27 条第１項及び同法第 29 条第１項の

市町村による確認（同法附則第７条及び第８条のみなし確認を含む。以下｢支援法による確認｣



という。）を受けた施設及び事業所における当該算定については、その支援法による確認を受

けた日現在において行うこととする。 

なお、当該算定を行った後に、算定の対象となった職員の異動があっても、当該年度中にお

いては、加算率の変更は行わないものとする。 

 

（処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件） 

第７条 加算Ⅰの加算の認定については、加算当年度において実施する賃金の改善に関する計画

が（１）又は（２）のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ、その具体的な内容を職員に周知

していることを要件とする。 

（１）加算Ⅰ新規事由がある場合 

ア 加算当年度における次に掲げる事由（以下「加算Ⅰ新規事由」という。）に応じ、賃金

改善実施期間において、賃金改善等見込総額が特定加算見込額を下回っていないこと。ま

た、加算当年度の途中において増額改定が生じた場合には、それに応じた賃金の追加的な

支払を行うものとすること。 

ⅰ 加算前年度（加算当年度の前年度をいう。以下同じ。）に加算Ⅰの賃金改善要件分の

適用を受けており、加算当年度に適用を受けようとする賃金改善要件分に係る加算率が

公定価格の改定やキャリアパス要件の充足等により基準年度に比して増加する場合（当

該加算率の増加のない施設及び事業所において、当該加算率の増加のある他の施設及び

事業所に係る特定加算見込額の一部を受け入れる場合を含む。） 

ⅱ 新たに加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を受けようとする場合 

イ 「賃金改善実施期間」とは、加算当年度の賃金改善を実施する月からその後の最初の３

月までをいう。 

ウ 「賃金改善等見込総額」とは、「賃金改善見込総額」と「事業主負担増加見込総額」を

合計して得た額（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

エ 「賃金改善見込総額」とは、各職員について「賃金改善見込額」を合算して得た額をい

う。 

オ 「事業主負担増加見込総額」とは、各職員について、「賃金改善見込額」に応じて増加

することが見込まれる法定福利費等の事業主負担分の額を合算して得た額をいい、次の＜

算式＞により算定することを標準とする。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金

の総額」×「加算当年度の賃金改善見込額」 

カ 「賃金改善見込額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における見込賃金（当該年

度に係る第 13 条第１項（１）アに定める加算Ⅱ新規事由及び第 18 条第１項（１）イに定



める加算Ⅲ新規事由による賃金の改善見込額並びに加算前年度に係る加算残額の支払を

除く。）のうち、その水準が「起点賃金水準」を超えると認められる部分に相当する額を

いう。 

キ 「起点賃金水準」とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準

※１（当該年度に係る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準

年度の前年度に係る加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ、横浜市保育士・幼稚園教

諭等処遇改善臨時特例事業費助成実施要綱に定める賃金改善額、教育支援体制整備事業費

交付金（幼稚園の教育体制支援事業）実施要領（令和４年２月４日文部科学省高等教育局

長裁定）に定める事業及び私立高等学校等経常費助成費補助金（一般補助）交付要綱（昭

和 51 年 12 月 21 日文部大臣裁定）の別表第２中の３に定める都道府県補助金の増額分を

活用した賃金改善額（以下「令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額」という。）を除く。）

に、基準年度の翌年度（以下「基準翌年度」という。）から加算当年度までの公定価格に

おける人件費の改定分※２を合算した水準をいう。 

ａ アⅰの場合又は私立高等学校等経常費助成費補助金（以下「私学助成」という。）を

受けていた幼稚園が初めて加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を受ける場合 加算前年度

の賃金水準。ただし、施設及び事業所において基準年度を加算前年度とすることが難し

い特別の事情があると認められる場合には、加算当年度の３年前の年度の賃金水準とす

ることができる。  

ｂ アⅱの場合（私学助成を受けていた幼稚園が初めて加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を

受ける場合を除く。） に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準※

３。 

ｂ－１ 加算前年度に加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を受けておらず、それ以前に適用

を受けたことがある場合 加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を受けた直近の年度。 

ｂ－２ 加算当年度に初めて加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を受けようとする場合 支

援法による確認の効力が発生する年度の前年度（平成 26 年度以前に運営を開始

した保育所にあっては、平成 24 年度。）。 

※１ 基準年度に施設及び事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者におけ

る当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準。 

※２ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額は、

利用子どもの認定区分及び年齢区分ごとに、次の＜算式１＞により算定した額を合

算して得た額から＜算式２＞を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分

を控除した額とする。 

＜算式１＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの単価の合計額」×｛「基準翌年度から加算当年度までの人件



費の改定分に係る改定率」×100｝×「見込平均利用子ども数」×「賃金改善実施期

間の月数」 

＜算式２＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における

賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「＜算式１＞により

算定した金額」 

※３ ｂ―１の場合は、基準年度における加算Ⅰの賃金改善要件分による賃金改善額を

控除すること。 

ク 「特定加算見込額」とは、賃金改善実施期間における加算見込額のうち加算Ⅰ新規事由

に係る額として、利用子どもの認定区分及び年齢区分ごとに、次の＜算式＞により算定し

た額を合算して得た額※（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

＜算式＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの単価の合計額」×｛「加算Ⅰ新規事由に係る加算率」×100｝×「見

込平均利用子ども数」×「賃金改善実施期間の月数」 

※ 施設及び事業所間で加算見込額の一部の配分を調整する場合には、それぞれ、その受

入（拠出）見込額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回る（下回る）ときはその差額

を加える（減じる）こと。 

ケ 「加算Ⅰ新規事由に係る加算率」とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める割合

をいう。 

ａ アⅰの場合 賃金改善要件分に係る加算率について、加算当年度の割合から基準年度

の割合を減じて得た割合 

※ 例えば、賃金改善要件分を加算当年度から加算前年度に比して１％引き上げる公定

価格の改定が行われた場合は 0.01、キャリアパス要件を新たに充足した場合は 0.02、

両事例に該当する場合はその合算値の 0.03 となる。 

ｂ アⅱの場合 適用を受けようとする賃金改善要件分に係る加算率 

コ 「見込平均利用子ども数」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における各月初日の

利用子ども数（広域利用子ども数を含む。以下同じ。）の見込数の総数を賃金改善実施期

間の月数で除して得た数をいう。利用子ども数の見込数については、過去の実績等を勘案

し、実態に沿ったものとすること。 

サ 特定の年度における「賃金水準」とは、加算当年度の職員について、雇用形態、職種、

勤続年数、職責等が加算当年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃

金の算定方法により算定される賃金の水準をいう。 

したがって、例えば、基準年度から継続して勤務する職員に係る水準は、単に基準年度

に支払った賃金を指すものではなく、短時間勤務から常勤への変更、補助者から保育士へ



の変更、勤続年数の伸び、役職の昇格、職務分担の増加（重点的に改善していた職員の退

職に伴うものなど）等を考慮し、加算当年度における条件と同等の条件の下で算定された

ものとする必要がある。 

（２）加算Ⅰ新規事由がない場合 

ア 賃金改善実施期間において、賃金見込総額が起点賃金水準を下回っていないこと。また、

加算当年度の途中において増額改定が生じた場合には、それに応じた賃金の追加的な支払

を行うものとすること。 

イ 「賃金改善実施期間」とは、加算当年度の４月から翌年３月までをいう。 

ウ 「賃金見込総額」とは、各職員について「賃金見込額」を合算して得た額（千円未満は

切り捨て）をいう。 

エ 「賃金見込額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における見込賃金（当該年度に

おける第 13 条第１項（１）アに定める加算Ⅱ新規事由及び第 18 条第１項（１）イに定め

る加算Ⅲ新規事由による賃金の改善見込額並びに加算前年度に係る加算残額の支払いを

除く。）をいう。 

オ 「起点賃金水準」とは、基準年度の賃金水準（加算前年度の賃金水準。ただし、施設及

び事業所において基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場

合には、加算当年度の３年前の年度の賃金水準とすることができる。また、基準年度に係

る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準年度の前年度に係る

加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除く。）に、基準翌年度

から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分※１を合算した水準※２・※３

（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

※１ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額につい

ては、（１）キに準じる。 

※２ キャリアパス要件を満たさなくなる場合等、賃金改善要件分に係る加算率が減少す

る場合において、基準年度の賃金水準を算定するに当たっては、減少する賃金改善要

件分の加算率に相当する加算見込額（注１）（法定福利費等の事業主負担分（注２）

を除く。）を控除すること。 

※３ 施設及び事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合には、それぞれ、その受入

（拠出）見込額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回る（下回る）ときはその差額

から法定福利費等の事業主負担分を控除した額（注３）を加える（減じる）こと。 

（注１） 利用子どもの認定区分及び年齢区分ごとに、次の＜算式１＞により算定した額

を合算して得た額とする。 

＜算式１＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの単価の合計額」×「見込平均利用子ども数」×「賃金改善実施



期間の月数」×｛「減少する賃金改善要件分の加算率」×100｝ 

（注２） 次の＜算式２＞により算定することを標準とする。 

＜算式２＞ 

「基準年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「基準年度における賃金の

総額」×「減少する賃金改善要件分の加算率に相当する加算見込額」 

（注３） 次の＜算式３＞を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除する

こと。 

＜算式３＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃

金の総額」×「受入（拠出）見込額と基準年度の受入（拠出）実績額との差額」 

カ 「見込平均利用子ども数」については（１）コに、特定の年度における「賃金水準」に

ついては（１）サに、それぞれ準じる。 

２ 加算Ⅰの実績報告については、加算当年度の終了時において、実施した賃金の改善が次の

（１）又は（２）のいずれかに掲げる要件を満たしていることを要件とする。 

（１）加算Ⅰ新規事由がある場合 

ア 加算Ⅰ新規事由に応じ、賃金改善実施期間において、賃金改善等実績総額が特定加算実

績額を下回っていないこと。また、賃金改善等実績総額が特定加算実績額を下回った場合

には、生じた加算残額の全額を当該翌年度に速やかに職員の賃金（法定福利費等の事業主

負担分を含む。）として支払うこと。 

イ 「賃金改善等実績総額」とは、「賃金改善実績総額」と「事業主負担増加相当総額」を

合計して得た額（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

ウ 「賃金改善実績総額」とは、各職員について「賃金改善実績額」を合算して得た額をい

う。 

エ 「事業主負担増加相当総額」とは、各職員について、「賃金改善実績額」に応じて増加

した法定福利費等の事業主負担分に相当する額を合算して得た額をいい、次の＜算式＞に

より算定することを標準とする。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金

の総額」×「加算当年度の賃金改善実績額」 

オ 「賃金改善実績額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金（当該年

度に係る加算残額を含む。また、当該年度に係る第 13 条第１項（１）アに定める加算Ⅱ

新規事由及び第 18 条第１項（１）イに定める加算Ⅲ新規事由による賃金の改善額並びに

加算前年度に係る加算残額の支払を除く。）のうち、その水準が「起点賃金水準」（加算当

年度に国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定があった場合には、当



該改定分※を反映させた賃金水準）を超えると認められる部分に相当する額をいう。 

※ 増額改定があった場合の、各職員の増額改定分の合算額（法定福利費等の事業主負担

分の増額分を含む。）は、次の＜算式１＞により算定した額以上になっていることを要

する。 

＜算式１＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（増額改定を反映させた額）」×「増額改定に係る

改定率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 

また、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の減額改定（以下「減額

改定」という。）があった場合の、各職員の減額改定分の合算額（法定福利費等の事業

主負担分の減額分を含む。）は、以下の＜算式２＞により算定した額を超えない減額と

なっていることを要する。 

＜算式２＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（減額改定を反映させた額）」×「減額改定に係る

改定率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 

カ 「起点賃金水準」とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準

※１（当該年度に係る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準

年度の前年度に係る加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除

く。）に、基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分※２を合算

した水準をいう。 

a  （１）アⅰの場合又は私学助成を受けていた幼稚園が初めて加算Ⅰの賃金改善要件分

の適用を受ける場合 加算前年度の賃金水準。ただし、施設及び事業所において基準年

度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場合には、加算当年度の３

年前の年度の賃金水準とすることができる。 

ｂ （１）アⅱの場合（私学助成を受けていた幼稚園が初めて加算Ⅰの賃金改善要件分の

適用を受ける場合を除く。） 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃

金水準。※３ 

ｂ―１ 加算前年度に加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を受けておらず、それ以前に適用

を受けたことがある場合 加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を受けた直近の年度。 

ｂ－２ 加算当年度に初めて加算Ⅰの賃金改善要件分の適用を受けようとする場合 

支援法による確認の効力が発生する年度の前年度（平成 26 年度以前に運営を開

始した保育所にあっては、平成 24 年度。）。 

※１ 基準年度に施設及び事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における

当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準。 

※２ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額は、次



の＜算式１＞により算定した額から＜算式２＞を標準として算定した法定福利費等

の事業主負担分を控除した額とする。 

＜算式１＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（増額改定又は減額改定を反映させた額）」×「基

準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」÷「加算当年度に適用を

受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 

＜算式２＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃

金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「＜算式１＞により算定

した金額」 

※３ ｂ―１の場合は、基準年度における加算Ⅰの賃金改善要件分による賃金改善額を控

除すること。 

キ 「特定加算実績額」とは、賃金改善実施期間における加算実績額のうち加算Ⅰ新規事由

に係る額（加算当年度に増額改定があった場合には、当該増額改定における加算Ⅰの単価

増に伴う増加額を、減額改定があった場合には、当該減額改定における加算Ⅰの単価減に

伴う減少額を反映させた額。）として次の＜算式＞により算定した額※（千円未満の端数

は切り捨て）をいう。 

＜算式＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（増額改定又は減額改定を反映させた額）」×「加算

Ⅰ新規事由に係る加算率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係

る加算率」 

※ 施設及び事業所間で加算実績額の一部の配分を調整した場合には、それぞれ、受入（拠

出）実績額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回った（下回った）ときはその差額を

加える（減じる）こと。 

ク 特定の年度における「賃金水準」については第１項（１）サに準じる。 

（２）加算Ⅰ新規事由がない場合 

ア 賃金改善実施期間において、支払賃金総額が起点賃金水準を下回っていないこと。また、

支払賃金総額が起点賃金水準を下回った場合には、生じた加算残額の全額を当該翌年度に

速やかに職員の賃金（法定福利費等の事業主負担分を含む。）として支払うこと。 

イ 「支払賃金総額」とは、各職員について「支払賃金額」を合算して得た額（千円未満の

端数は切り捨て）をいう。 

ウ 「支払賃金額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金（当該年度に

係る加算残額を含む。また、当該年度に係る第 13 条第１項（１）アに定める加算Ⅱ新規

事由及び第 18 条第１項（１）イに定める加算Ⅲ新規事由による賃金の改善額並びに加算



前年度にかかる加算残額の支払を除く。）をいう。 

エ 「起点賃金水準」とは、基準年度の賃金水準（加算前年度の賃金水準。ただし、施設及

び事業所において基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場

合には、加算当年度の３年前の年度の賃金水準とすることができる。また、基準年度に係

る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準年度の前年度に係る

加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除く。）に、基準翌年度

から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分※１・※２を合算した水準※３・

※４（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

※１ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額につい

ては（１）カに準じる。 

※２ 増額改定があった場合の、各職員の増額改定分の合算額（法定福利費等の事業主負

担分の増額分を含む。）は、次の＜算式１＞により算定した額以上になっていること

を要する。 

＜算式１＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（増額改定を反映させた額）」×「増額改定に係る

改定率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 

また、減額改定があった場合の、各職員の減額改定分の合算額（法定福利費等の事

業主負担分の減額分を含む。）は、以下の＜算式２＞により算定した額を超えない減

額となっていることを要する。 

＜算式２＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（減額改定を反映させた額）」×「減額改定に係る

加算率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 

※３ キャリアパス要件を満たさなくなった場合等、賃金改善要件分に係る加算率が減少

した場合において、基準年度の賃金水準を算定するに当たっては、減少した賃金改善

要件分の加算率に相当する加算実績額（注１）（法定福利費等の事業主負担分（注２）

を除く。）を控除すること。 

※４ 施設及び事業所間で加算額の一部の配分を調整した場合には、それぞれ、受入（拠

出）実績額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回った（下回った）ときはその差額

から法定福利費等の事業主負担分を控除した額（注３）を加える（減じる）こと。 

（注１） 次の＜算式１＞により算定した額とする。 

＜算式１＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（増額改定又は減額改定を反映させた額）」×「減

少した賃金改善要件分の加算率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善

要件分に係る加算率」 



（注２） 次の＜算式２＞により算定することを標準とする。 

＜算式２＞ 

「基準年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「基準年度における賃金

の総額」×「減少した賃金改善要件分の加算率に相当する加算実績額」 

（注３） 次の＜算式３＞を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除す

ること。 

＜算式３＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における

賃金の総額」×「受入（拠出）実績額と基準年度の受入（拠出）実績額との差額」 

オ 特定の年度における「賃金水準」については第１項（１）サに準じる。 

 

（処遇改善等加算Ⅰのキャリアパス要件） 

第８条 キャリアパス要件は、次の各項のいずれにも適合している場合に適用する。キャリアパ

ス要件に適合しない施設及び事業所については、賃金改善要件分からキャリアパス要件分の値

（２％）を減じた値を賃金改善要件分の値とする。 

２ 勤務条件、賃金体系等 

次の各号に定める要件の全てに適合すること。 

（１）施設及び事業所の職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件（施設及

び事業所職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

（２）第１号に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払

われるものを除く。）について定めていること。 

（３）第１号及び第２号の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての

施設及び事業所職員に周知していること。 

３ 資質向上のための研修計画策定と実施、能力評価 

次の各号に定める要件の全てに適合すること。 

（１）施設及び事業所職員の職務内容等を踏まえ、施設及び事業所職員と意見を交換しながら、

資質向上の目標及び次のア及びイに定める具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修（通

常業務中に行うものを除き、教育に係る長期休業期間に行うものを含む。以下同じ。）の実

施又は研修の機会を確保していること。 

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、

施設及び事業所職員の能力評価を行うこと。 

イ 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための

支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料等）の援

助等）を実施すること。 



（２）第１号に定めた研修計画や研修の機会、能力評価の仕組みや資格取得のための支援につ

いて、全ての施設及び事業所職員に周知していること。 

４ キャリアパス要件については、キャリアパス要件届出書（処遇改善等加算Ⅰ）（第３号様式）

を作成し、就業規則等勤務条件等が定められていることが分かるもの、給与表や昇給・昇格等

について記された賃金体系等が分かるもの、研修の目標と研修計画、能力評価の仕組みが分か

るもの、その他第３項に定める要件を確認するための資料等を添付し、横浜市長が定める日ま

でに、横浜市長に提出するものとする。 

ただし、前年度と変更がないものは省略できることとする。ただし、市が求める場合にはこ

の限りではない。 

 

（処遇改善等加算Ⅰの賃金改善計画書） 

第９条 施設及び事業所は、賃金の改善に関する計画の策定にあたり、賃金改善計画書（処遇改

善等加算Ⅰ）（第２号様式の１）を作成し、全職員に対して当該計画の内容について周知する

とともに、賃金改善確認書（第２号様式の３）により、賃金改善の対象となる職員の自署によ

る確認を行うこと。 

２ 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅰ）（第２号様式の１）は、横浜市長が定める日までに、

横浜市長に提出するものとする。 

賃金改善確認書（第２号様式の３）は、代表者が賃金改善計画について、施設及び事業所に

勤務する全ての職員に対し周知をした後、賃金改善の対象となる職員から、「実施計画時」欄

に自署で署名を受けることとする。署名後、写しをとり保管し、原本を賃金改善計画書（処遇

改善等加算Ⅰ）（第２号様式の１）と併せて横浜市長に提出するものとする。 

３ 第３条第５項に規定する施設及び事業所間の配分を行う場合には、配分調整後のそれぞれの

施設及び事業所の加算見込額により、賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅰ）（第２号様式の１）

を作成し、申請することとする。その際、施設及び事業所ごとの賃金改善計画書（処遇改善等

加算Ⅰ）（内訳表）（第２号様式の２）を添付することとする。 

 

（処遇改善等加算Ⅰの賃金改善実績報告書） 

第 10 条 施設及び事業所は、賃金改善実施後、賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（第４

号様式の１）を作成し、賃金改善確認書（第２号様式の３）により、賃金改善の対象となった

職員による確認を行うこと。 

２ 賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（第４号様式の１）は、年度終了後、横浜市長定

める日までに、参考資料を添付して、横浜市長に提出するものとする。 

併せて賃金改善確認書（第２号様式の３）を、賃金改善実施後、賃金改善を実施した職員か

ら、第９条第２項により作成した写し（賃金改善確認書（第２号様式の３））の「実績報告時」



欄に自署で署名を受け、横浜市長に提出することとする。 

３ 第３条第５項に規定する施設及び事業所間の配分を行う場合には、配分調整後のそれぞれの

施設及び事業所の加算実績額により、賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（第４号様式

の１）を作成し、申請することとする。その際、施設及び事業所ごとの賃金改善実績報告書（処

遇改善等加算Ⅰ）（内訳表）（第４号様式の２）を添付することとする。 

４ 加算当年度の終了後、第７条第２項による算定の結果、賃金改善等実績総額が特定加算実績

額を下回り、又は支払賃金総額が起点賃金水準を下回った場合には、その翌年度内にすみやか

に、その差額（以下「加算残額」という。）の全額を一時金等により支払い、賃金の改善に充

てること。 

 

（処遇改善等加算Ⅱの申請及び認定） 

第 11 条 施設及び事業所が加算Ⅱの加算を受けるための手続きは、次の各号によるものとする。 

（１）加算Ⅱの加算の認定は、横浜市長が行うものとする。 

（２）代表者は、加算の適用を申請するときは、加算算定対象人数等認定申請書（処遇改善等

加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第５号様式）を作成し、横浜市長が定める日までに、横浜市

長に申請するものとする。 

（３）横浜市長は、加算の適否及び適用する加算対象職員数を確認し、加算の認定を行うこと

とし、認定の内容を施設及び事業所に通知することとする。 

（４）代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算内容と異

なる場合は、給付費要綱第５条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表

者の過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。 

 

（処遇改善等加算Ⅱの加算対象職員数） 

第 12 条 加算額の算定に用いる職員数については、次の各号のとおりとする。 

（１）家庭的保育事業、事業所内保育事業（利用定員５人以下の事業所に限る。）及び居宅訪

問型保育事業を行う事業所以外の施設及び事業所 

加算Ⅱ－①の「人数Ａ」又は加算Ⅱ－②の「人数Ｂ」（特定教育・保育、特別利用保育、

特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に

要する費用の額の算定に関する基準等（平成27年内閣府告示第49号。）別表第２特定加算部

分及び別表第３特定加算部分。以下「加算Ⅱ算定対象人数」という。）は、次の＜算式＞に

より算定すること（１人未満の端数は四捨五入。ただし、四捨五入した結果が「０」となる

場合は「１」とする。）。 

＜算式＞ 

「人数Ａ」＝「基礎職員数」（注）×１／３ 



「人数Ｂ」＝「基礎職員数」（注）×１／５  

（注） 「基礎職員数」とは、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について（こ成保

39・５文科初第591号、令和５年６月７日発出）」に定める別表１の左欄の施設及び事

業所の区分に応じて同表の右欄により算出される基礎職員数（１人未満の端数は四捨五

入）をいう。同表の右欄による算出に当たっては、年齢別の児童数は、加算当年度の４

月時点の利用子ども数又は「見込平均利用子ども数」（算定方法は第７条第１項（１）

コに準ずる。）を用い、各種加算の適用状況は、加算当年度の４月時点の状況により判

断する。 

（２）家庭的保育事業、事業所内保育事業（利用定員５人以下の事業所に限る。）及び居宅訪

問型保育事業を行う事業所  

加算Ⅱ－①又は加算Ⅱ－②のいずれの適用を受けるかを選択する（「人数Ａ」又は「人数

Ｂ」いずれかを「１」とし、他方を「０」とする）こと。 

 

（処遇改善等加算Ⅱの加算の要件） 

第 13 条 加算Ⅱの加算認定については、加算当年度において実施する賃金の改善に関する計画

が（１）又は（２）のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ、その具体的な内容を職員に周知

していることを要件とする。  

（１）加算Ⅱ新規事由がある場合 

ア 加算当年度における次に掲げる事由（以下「加算Ⅱ新規事由」という。）に応じ、賃金

改善実施期間において、賃金改善等見込総額が特定加算見込額を下回っていないこと。  

ⅰ 加算前年度に加算の適用を受けており、加算当年度に適用を受けようとする加算Ⅱ－

①若しくは加算Ⅱ－②の単価又は加算Ⅱ算定対象人数が公定価格の改定※により加算

前年度に比して増加する場合 （当該単価又は当該人数の増加のない施設及び事業所に

おいて、当該単価又は当該人数の増加のある他の施設及び事業所に係る特定加算見込額

の一部を受け入れる場合を含む。） 

ⅱ 新たに加算Ⅱの適用を受けようとする場合 

※ 賃金改善に係る算定額（コにおいて原則として示す額）の増額改定による単価の増加

及び第12条第１号の＜算式＞において基礎職員数に乗じる割合の増額改定による加算

Ⅱ算定対象人数の増加に限り、法定福利費等の事業主負担分の算定額のみの増額及び基

礎職員数の変動に伴う加算Ⅱ算定対象人数の増加を除く。 

イ 「賃金改善実施期間」とは、加算当年度の賃金改善を実施する月からその後の最初の３

月までをいう。 

ウ 「賃金改善等見込総額」とは、「賃金改善見込総額」と「事業主負担増加見込総額」を

合計して得た額（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 



エ 「賃金改善見込総額」とは、以下の①から③までの職員について「賃金改善見込額」を

合算して得た額をいう。 

① ケⅰに定める副主任保育士等 

② ケⅱに定める職務分野別リーダー等 

③ ケ（注１）に定める園長以外の管理職（ケ（注１）に基づき賃金の改善を行う職員に

限る。） 

オ 「事業主負担増加見込総額」とは、エ①から③までの職員に係る、「賃金改善見込額」

に応じて増加することが見込まれる法定福利費等の事業主負担分の額を合算して得た額

をいい、次の＜算式＞により算定することを標準とする。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金

の総額」×「加算当年度の賃金改善見込額」 

カ 「賃金改善見込額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間におけるエ①から③までの

職員に係る見込賃金（役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決ま

って毎月支払われる手当及び基本給に限る。また、当該年度に係る加算残額を含み、加算

前年度に係る加算残額の支払を除く。）のうち、その水準がエ①から③までの職員に係る

「起点賃金水準」を超えると認められる部分に相当する額をいう。ただし、基準年度に加

算Ⅱの賃金改善の対象であり、かつ、加算当年度において加算Ⅱの賃金改善の対象外であ

る職員がいる場合は、当該職員に係る基準年度における加算Ⅱによる賃金改善額を控除す

るものとする。  

キ 「起点賃金水準」とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準

※１（役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払わ

れる手当及び基本給に限る。また、当該年度に係る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係る

ものを除く。）を含み、基準年度の前年度に係る加算残額の支払並びに令和４年度の加算

Ⅲ等による賃金改善額を除く。算定方法は、第７条第１項（１）サに準じる。）に、基準

翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分※２を合算した水準をい

う。 

ａ アⅰの場合 加算前年度の賃金水準。ただし、施設及び事業所において基準年度を加

算前年度とすることが難しい事情があると認められる場合には、加算当年度の３年前の

年度の賃金水準とすることができる。  

ｂ アⅱの場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準※３。 

ｂ－１ 加算前年度に加算Ⅱの適用を受けておらず、それ以前に適用を受けたことがあ

る場合 加算Ⅱの適用を受けた直近の年度。 

ｂ－２ 加算当年度に初めて加算Ⅱの適用を受けようとする場合 加算前年度。 



※１ 基準年度に施設及び事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における

当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準。 

※２ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額は、国

家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分（法定福利費等の事業主

負担分を除く。）による賃金の改善（賃金改善実施期間におけるものに限る。）のう

ち、加算Ⅱによる賃金改善対象となる各職員の役職手当、職務手当など職位、職責又

は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当及び基本給に係る部分を合算し

て得た額とする。 

※３ ｂ－１の場合は、基準年度における加算Ⅱによる賃金改善額を控除すること。 

ク 「特定加算見込額」とは、賃金改善実施期間における加算見込額のうち加算Ⅱ新規事由

に係る額として、次に掲げる施設及び事業所の区分に応じ、それぞれに定めるところによ

り算定した額※をいう。 

＜アⅰの場合＞ 

ａ 家庭的保育事業、事業所内保育事業（利用定員５人以下の事業所に限る。）及び居宅

訪問型保育事業を行う事業所以外の施設及び事業所 加算Ⅱの区分に応じてそれぞれ

に定める＜算式＞により算定した額の合算額 

＜算式＞ 

加算Ⅱ－① ｛「加算当年度の単価」×「加算当年度の人数Ａ」－「基準年度の単価」

×「基準年度の人数Ａ」｝×「賃金改善実施期間の月数」（千円未満の端

数は切り捨て） 

加算Ⅱ－② ｛「加算当年度の単価」×「加算当年度の人数Ｂ」－「基準年度の単価」

×「基準年度の人数Ｂ」｝×「賃金改善実施期間の月数」（同） 

ｂ 家庭的保育事業、事業所内保育事業（利用定員５人以下の事業所に限る。）及び居宅

訪問型保育事業を行う事業所 加算Ⅱ－①又は加算Ⅱ－②のいずれか選択されたもの

について、次に掲げる＜算式＞により算定した額 

＜算式＞ 

｛「加算当年度の単価」－「基準年度の単価」｝×「賃金改善実施期間の月数」（千円

未満の端数は切り捨て） 

＜アⅱの場合＞ 

ａ 家庭的保育事業、事業所内保育事業（利用定員５人以下の事業所に限る。）及び居宅

訪問型保育事業を行う事業所以外の施設及び事業所 加算Ⅱの区分に応じてそれぞれ

に定める＜算式＞により算定した額の合算額 

＜算式＞ 

加算Ⅱ－① 「加算当年度の単価」×「加算当年度の人数Ａ」×「賃金改善実施期間の



月数」（千円未満の端数は切り捨て） 

加算Ⅱ－② 「加算当年度の単価」×「加算当年度の人数Ｂ」×「賃金改善実施期間の

月数」（同） 

ｂ 家庭的保育事業、事業所内保育事業（利用定員５人以下の事業所に限る。）及び居宅

訪問型保育事業を行う事業所 加算Ⅱ－①又は加算Ⅱ－②のいずれか選択されたもの

について、次に掲げる＜算式＞により算定した額 

＜算式＞ 

「加算当年度の単価」×「賃金改善実施期間の月数」（千円未満の端数は切り捨て） 

※ 施設及び事業所間で加算見込額の一部の配分を調整する場合には、それぞれ、その受

入（拠出）見込額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回る（下回る）ときはその差額

を加える（減じる）こと。 

ケ 次に掲げる加算の区分に応じそれぞれに定める職員（看護師、調理員、栄養士、事務職

員等を含む。）に対し賃金の改善を行い、かつ、職員の職位、職責又は職務内容等に応じ

た勤務条件等の要件（職員の賃金に関するものを含む。）及びこれに応じた賃金体系（一

時金等の臨時的に支払われるものを除く。）を定めて就業規則等の書面で整備し、全ての

職員に周知していること。 

ⅰ 加算Ⅱ－① 次に掲げる要件を満たす職員（以下「副主任保育士等」という。）（注

１）  

ａ 副主任保育士及び専門リーダー（保育所、地域型保育事業所及び認定こども園）若

しくは中核リーダー及び専門リーダー（幼稚園及び認定こども園）又はこれらに相当

する職位の発令や職務命令を受けていること（注２）。 

ｂ 概ね７年以上の経験年数（注３）を有するとともに、別に定める研修を修了してい

ること（注４）。 

ⅱ 加算Ⅱ－② 次に掲げる要件を満たす職員（以下「職務分野別リーダー等」という。）

（注５） 

ａ 職務分野別リーダー（保育所、地域型保育事業所及び認定こども園）若しくは若手

リーダー（幼稚園及び認定こども園）又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を

受けていること（注２）。 

ｂ 概ね３年以上の経験年数（注３）を有するとともに、「乳児保育」「幼児教育」「障

害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」

のいずれかの分野（若手リーダー又はこれに相当する職位については、これに準ずる

分野や園運営に関する連絡調整等）を担当するとともに、別に定める研修を修了して

いること（注４）。 

（注１） 職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、当該施設及び事業所において



必要と認める場合には、職務分野別リーダー等に対して加算Ⅱ－①による賃金の改善を

行うことができる。 

また、改善後の副主任保育士等の賃金が園長以外の管理職（幼稚園及び認定こども園

の副園長、教頭及び主幹教諭等並びに保育所等の主任保育士をいう。以下同じ。）の賃

金を上回ることとなる場合など賃金のバランス等を踏まえて必要な場合には、当該園長

以外の管理職に対して加算Ⅱ－①による賃金の改善を行うことができる。 

（注２） 家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業にあっては、職位の発令や職務命令を

受けていることを要しない。 

（注３） 職員の経験年数の算定については、第６条各項に準じる。「概ね」の判断につ

いては、施設及び事業所の職員の構成・状況を踏まえた柔軟な対応が可能である。 

家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業にあっては、副主任保育士等について「概ね

７年以上」とあるのを「７年以上」、職務分野別リーダー等について「概ね３年以上」

とあるのを「３年以上」と読み替える。 

（注４） 研修に係る要件については第33条に定める。 

（注５） 要件を満たす者が人数Ｂ以上（家庭的保育事業、事業所内保育事業（利用定員

５人以下の事業所に限る。）及び居宅訪問型保育事業にあっては、１人以上）いること。  

コ 個別の職員に対する賃金の改善額は、次に掲げる職員の区分に応じそれぞれに定める要

件を満たすこと。 

ⅰ 副主任保育士等 原則として月額４万円（注１）。ただし、月額４万円の改善を行う

者を１人以上確保した上で（注２）、それ以外の副主任保育士等（注３）について月額

５千円以上４万円未満の改善額とすることができる。 

ⅱ 職務分野別リーダー等 原則として月額５千円（注１）。ただし、副主任保育士等に

おいて月額４万円の改善を行う者を１人以上確保した場合には、月額５千円以上４万円

未満の改善額（注４）とすることができる。 

（注１） 例えば、法定福利費等の事業主負担がない又は少ない非常勤職員の賃金の改善

を図っているなど、事業主負担額の影響により前年度において残額が生じた場合には、

その実績も加味し、計画当初から原則額を上回る賃金の改善額を設定することが望まし

い。  

（注２） 「人数Ａ」に２分の１を乗じて得た人数が１人未満となる場合には、確保する

ことを要しない。家庭的保育事業、事業所内保育事業（利用定員５人以下の事業所に限

る。）及び居宅訪問型保育事業にあっても同じ。 

（注３） ケ（注１）により園長以外の管理職に対して加算Ⅱ－①による賃金の改善を行

う必要がある場合に限っては、当該園長以外の管理職を含む。 

（注４） ⅰのただし書による副主任保育士等（園長以外の管理職は含まない。）に対す



る改善額のうち最も低い額を上回らない範囲とする。 

（２）加算Ⅱ新規事由がない場合 

ア 賃金改善実施期間において、次に掲げる要件を満たしていること。 

ⅰ （１）エ①から③までの職員に係る賃金改善見込総額が当該職員に係る起点賃金水準

を下回っていないこと。 

ⅱ 加算当年度における（１）エ①から③までの職員に係る役職手当、職務手当など職位、

職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当及び基本給（加算Ⅱにより

改善を行う部分に限り、これに対応する法定福利費等の事業主負担分を含む。）の総額

が加算当年度の加算Ⅱによる加算見込額を下回っていないこと。 

イ 「賃金改善実施期間」とは、加算当年度の４月から翌年３月までをいう。 

ウ 「賃金見込総額」とは、（１）エ①から③までの職員に係る「賃金見込額」を合算して

得た額（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

エ 「賃金見込額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における見込賃金（役職手当、

職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当及び基本

給に限る。また、当該年度に係る加算残額を含み、加算前年度に係る加算残額の支払を除

く。）をいう。 

オ 「起点賃金水準」とは、基準年度の賃金水準（加算前年度の賃金水準。ただし、施設・

事業所において基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場合

には、加算当年度の３年前の年度の賃金水準とすることができる。また、役職手当、職務

手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当及び基本給に

限る。基準年度に係る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準

年度の前年度に係る加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除

く。算定方法は第７条第１項（１）サに準じる。）に、基準翌年度から加算当年度までの

公定価格における人件費の改定分※１を合算した水準※２（千円未満の端数は切り捨て）

をいう。 

※１ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額につい

ては、（１）キに準じる。 

※２ 施設及び事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合には、それぞれ、その受入

（拠出）見込額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回る（下回る）ときはその差額

（注）を加える（減じる）こと。 

（注） 次の＜算式＞を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除するこ

と。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における



賃金の総額」×「受入（拠出）見込額（と基準年度の受入（拠出）実績額との差額）」 

カ 加算の区分に応じた賃金改善の対象者等については（１）ケに、個別の職員に対する賃

金の改善額については（１）コに、それぞれ準じる。 

２ 加算Ⅱの実績報告については、加算当年度の終了時において、実施した賃金の改善が（１）

ア又は（２）アいずれかに掲げる要件を満たしていることを要件とする。  

（１）加算Ⅱ新規事由がある場合 

ア 加算Ⅱ新規事由に応じ、賃金改善実施期間において、賃金改善等実績総額が特定加算実

績額を下回っていないこと。また、賃金改善等実績総額が特定加算実績額を下回った場合

には、生じた加算残額の全額を当該翌年度に速やかに加算当年度の加算対象職員の賃金

（法定福利費等の事業主負担分を含む。）として支払うこと。 

イ 「賃金改善等実績総額」とは、「賃金改善実績総額」と「事業主負担増加相当総額」を

合計して得た額（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

ウ 「賃金改善実績総額」とは、以下の①から③までの職員について「賃金改善実績額」を

合算して得た額をいう。 

① 副主任保育士等 

② 職務分野別リーダー等 

③ 園長以外の管理職（第１項（１）ケ（注１）に基づき賃金の改善を行った職員に限る。） 

エ 「事業主負担増加相当総額」とは、ウ①から③までの職員に係る「賃金改善実績額」に

応じて増加した法定福利費等の事業主負担分に相当する額を合算して得た額をいい、次の

＜算式＞により算定することを標準とする。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金

の総額」×「加算当年度の賃金改善実績額」 

オ 「賃金改善実績額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間におけるウ①から③までの

職員に係る支払賃金（役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決ま

って毎月支払われる手当及び基本給に限る。また、当該年度に係る加算残額を含み、加算

前年度に係る加算残額の支払を除く。）のうち、その水準がウ①から③までの職員に係る

「起点賃金水準」を超えると認められる部分に相当する額をいう。ただし、基準年度に加

算Ⅱの賃金改善の対象であり、かつ、加算当年度において加算Ⅱの賃金改善の対象外であ

る職員がいる場合は、当該職員に係る基準年度における加算Ⅱによる賃金改善額を控除す

るものとする。 

カ 「起点賃金水準」とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準

※１（役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払わ

れる手当及び基本給に限る。また、当該年度に係る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係る



ものを除く。）を含み、基準年度の前年度に係る加算残額の支払並びに令和４年度の加算

Ⅲ等による賃金改善額を除く。算定方法は第７条第１項（１）サに準じる。）に、基準翌

年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分※２を合算した水準をいう。  

ａ 第１項（１）アⅰの場合 加算前年度の賃金水準。ただし、施設及び事業所において

基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場合には、加算当年

度の３年前の年度の賃金水準とすることができる。 

ｂ 第１項（１）アⅱの場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金

水準※３ 

ｂ－１ 加算前年度に加算Ⅱの適用を受けておらず、それ以前に適用を受けたことがあ

る場合 加算Ⅱの適用を受けた直近の年度。  

ｂ－２ 加算当年度に初めて加算Ⅱの適用を受けようとする場合 加算前年度。 

※１ 当該年度に施設及び事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における

当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準。 

※２ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額につい

ては、第１項（１）キに準じる。 

※３ ｂ－１の場合は、基準年度における加算Ⅱによる賃金改善額を控除すること。 

キ 「特定加算実績額」とは、賃金改善実施期間における加算実績額のうち加算Ⅱ新規事由

に係る額（加算当年度に増額改定があった場合には、当該増額改定における加算Ⅱの単価

増に伴う増加額を含む。）をいい、第１項（１）クの＜算式＞において、実際に適用を受

けた加算Ⅱ算定対象人数により算定した額※をいう。 

※ 施設及び事業所間で加算実績額の一部の配分を調整した場合には、それぞれ、受入（拠

出）実績額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回った（下回った）ときはその差額を

加える（減じる）こと。 

（２）加算Ⅱ新規事由がない場合 

ア 賃金改善実施期間において、次に掲げる要件を満たしていること。また、支払賃金総額

が起点賃金水準を下回った場合又は（１）ウ①から③までの職員に係る役職手当、職務手

当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当及び基本給（加

算Ⅱにより改善を行う部分に限り、これに対応する法定福利費等の事業主負担分を含む。）

の総額が加算当年度の加算Ⅱによる加算実績額を下回った場合には、生じた加算残額の全

額を当該翌年度速やかに加算当年度の加算対象職員の賃金（法定福利費等の事業主負担分 

を含む。）として支払うこと。 

ⅰ （１）ウ①から③までの職員に係る支払賃金総額が当該職員に係る起点賃金水準を下

回っていないこと。 

ⅱ 加算当年度における（１）ウ①から③までの職員に係る役職手当、職務手当など職位、



職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当及び基本給（加算Ⅱにより

改善を行う部分に限り、これに対応する法定福利費等の事業主負担分を含む。）の総額

が加算当年度の加算Ⅱによる加算実績額を下回っていないこと。 

イ 「支払賃金総額」とは、（１）ウ①から③までの職員に係る「支払賃金額」を合算して

得た額（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

ウ 「支払賃金額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金（役職手当、

職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当及び基本

給に限る。また、当該年度に係る加算残額を含み、加算前年度に係る加算残額の支払を除

く。）をいう。 

エ 「起点賃金水準」とは、基準年度の賃金水準（加算前年度の賃金水準。ただし、施設及

び事業所において基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場

合には、加算当年度の３年前の年度の賃金水準とすることができる。役職手当、職務手当

など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当及び基本給に限る。

また、基準年度に係る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準

年度の前年度に係る加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除

く。算定方法は、第７条第１項（１）サに準じる。）に、基準翌年度から加算当年度まで

の公定価格における人件費の改定分※１を合算した水準※２（千円未満の端数は切り捨

て）をいう。 

※１ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額につい

ては、第１項（１）キに準じる。 

※２ 施設及び事業所間で加算額の一部の配分を調整した場合には、それぞれ、受入（拠

出）実績額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回った（下回った）ときはその差額

から法定福利費等の事業主負担分を控除した額（注）を加える（減じる）こと。 

（注） 次の＜算式＞を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除するこ

と。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における

賃金の総額」×「受入（拠出）実績額と基準年度の受入（拠出）実績額との差額」 

 

（処遇改善等加算Ⅱの賃金改善計画書） 

第 14 条 施設及び事業所は、賃金の改善に関する計画の策定にあたり、賃金改善計画書（処遇

改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第６号様式）、賃金改善確認書（第２号様式の３）及び賃

金改善計画書添付書類（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第６号様式添付書類）を横

浜市長が定める日までに、横浜市長に提出するものとする。なお、処遇改善等加算Ⅱの加算額



について、当該施設及び事業所から同一法人内の他の施設及び事業所をまたぐ配分を実施する

場合は、賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ）（内訳表）（第６号様式添付書類２）もあわせて

提出するものとする。 

２ 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第６号様式）は、職員に対して

当該計画の内容について周知するとともに、賃金改善確認書（第２号様式の３）により、賃金

改善の対象となる職員の自署による確認を行うこととする。 

 

（処遇改善等加算Ⅱの賃金改善実績報告書） 

第 15 条 施設及び事業所は、賃金改善実施後、賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ及び職

員処遇改善費）（第７号様式）、賃金改善確認書（第２号様式の３）及び賃金改善実績報告書添

付書類（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第７号様式添付書類）を年度終了後、横浜

市長が定める日までに、横浜市長に提出するものとする。なお、加算Ⅱの加算額について、当

該施設及び事業所から同一法人内の他の施設及び事業所をまたぐ配分を実施した場合は、賃金

改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ）（内訳表）（第７号様式添付書類２）もあわせて提出する

ものとする。 

２ 賃金改善確認書（第２号様式の３）を、賃金改善実施後、賃金改善を実施した職員から、第

14 条第２項により作成した写し（賃金改善確認書（第２号様式の３））の「実績報告時」欄に

自署で署名を受け、横浜市長に提出することとする。 

３ 加算当年度の終了後、第 13 条第２項による算定の結果、賃金改善等実績総額が特定加算実

績額を下回り、又は支払賃金総額が起点賃金水準を下回った場合には、その翌年度内にすみや

かに、加算残額の全額を一時金等により支払い、賃金の改善に充てること。 

 

（処遇改善等加算Ⅲの申請及び認定） 

第 16 条 施設及び事業所が加算Ⅲの加算を受けるための手続きは、次の各号によるものとする。 

（１）加算Ⅲの加算の認定は、横浜市長が行うものとする。 

（２）代表者は、加算の適用を申請するときは、加算算定対象人数等認定申請書（処遇改善等

加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第８号様式）を作成し、横浜市長が定める日までに、横浜

市長に提出するものとする。 

（３）横浜市長は、加算の適否を確認し、加算の認定を行うこととし、認定の内容を施設及び

事業所に通知することとする。 

（４）代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算内容と異

なる場合は、給付費要綱第５条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表

者の過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。 

 



（加算Ⅲ算定対象人数の算定） 

第 17 条 加算Ⅲの加算算定対象人数（内閣府告示別表第２特定加算部分及び別表第３特定加算

部分。以下「加算Ⅲ算定対象人数」という。）は、「施設型給付費等に係る処遇改善等について

（こ成保 39・５文科初第 591 号、令和５年６月７日発出）」に定める別表２の左欄の施設及び

事業所の区分に応じて同表の右欄により算出される職員数（１人未満の端数は四捨五入）とす

る。同表の右欄による算出にあたっては、年齢別の児童数は、加算当年度の「見込平均利用子

ども数」（算出方法は第７条第１項（１）コに準じる。）を用い、各種加算の適用状況は、加算

当年度の４月時点の状況により判断する。 

 

（処遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲの要件） 

第 18 条 加算Ⅲの認定については、加算当年度において実施する賃金の改善に関する計画が

（１）又は（２）のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ、その具体的な内容を職員に周知し

ていることを要件とする。 

（１）加算Ⅲ新規事由がある場合 

ア 賃金改善実施期間において、次に掲げる要件を満たしていること。 

ⅰ 職員（法人の役員を兼務している施設長を除く。以下２において同じ。）に係る賃金

改善等見込総額が特定加算見込額を下回っていないこと。 

ⅱ 職員の賃金見込総額のうち加算Ⅲにより改善を行う部分の総額（当該改善に伴い増加

する法定福利費等の事業主負担分を含む。）が加算当年度の加算Ⅲによる加算見込額を

下回っていないこと。また、加算Ⅲにより改善を行う部分の総額（当該改善に伴い増加

する法定福利費等の事業主負担分を含む。）の３分の２以上が、基本給又は決まって毎

月支払われる手当の引上げによるものであること。 

イ 「加算Ⅲ新規事由」とは、次に掲げる事由をいう。 

ⅰ 加算前年度に加算Ⅲの適用を受けており、加算当年度に適用を受けようとする加算単

価が公定価格の改定※により加算前年度に比して増加する場合（令和４年度に加算Ⅲの

適用を受けた場合を除き、当該単価の増加のない施設及び事業所において、当該単価の

増加のある他の施設及び事業所に係る特定加算見込額の一部を受け入れる場合を含

む。） 

ⅱ 令和５年度以降、新たに加算Ⅲの適用を受けようとする場合 

ⅲ 令和４年度に引き続き令和５年度も加算Ⅲの適用を受けようとする場合 

※ 法定福利費等の事業主負担分の算定額の増額による加算単価の改定を除く。 

ウ 「賃金改善実施期間」とは、加算当年度の賃金改善を実施する月からその後の最初の３

月までをいう。 

エ 「賃金改善等見込総額」とは、「賃金改善見込総額」と「事業主負担増加見込総額」を



合計して得た額（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

オ 「賃金改善見込総額」とは、職員に係る「賃金改善見込額」を合算して得た額をいう。 

カ 「事業主負担増加見込総額」とは、職員に係る「賃金改善見込額」に応じて増加するこ

とが見込まれる法定福利費等の事業主負担分の額を合算して得た額をいい、次の＜算式＞

により算定することを標準とする。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金

の総額」×「加算当年度の賃金改善見込額」 

キ 「賃金改善見込額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における職員に係る見込賃

金（当該年度に係る第 13 条第１項（１）アに定める加算Ⅱ新規事由による賃金の改善見

込額及び加算前年度に係る加算残額の支払を除く。）のうち、その水準が当該職員に係る

「起点賃金水準」を超えると認められる部分に相当する額をいう。 

ク 「賃金見込総額」とは、職員について「賃金見込額」を合算して得た額（千円未満の端

数は切り捨て）をいう。 

ケ 「賃金見込額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における職員に係る見込賃金（当

該年度における第 13 条第１項（１）アに定める加算Ⅱ新規事由による賃金の改善見込額

及び加算前年度に係る加算残額の支払を除く。）をいう。 

コ 「起点賃金水準」とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準

※１（当該年度に係る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準

年度の前年度に係る加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除

く。）に、基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分※２を合算

した水準※３をいう。 

ａ イⅰの場合 加算前年度の賃金水準。ただし、施設及び事業所において基準年度を加

算前年度とすることが難しい事情があると認められる場合には、加算当年度の３年前の

年度の賃金水準とすることができる。 

ｂ イⅱの場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準※４。 

ｂ－１ 加算前年度に加算Ⅲの適用を受けておらず、それ以前に適用を受けたことがあ

る場合 加算Ⅲの適用を受けた直近の年度。 

ｂ－２ 加算当年度に初めて加算Ⅲの適用を受けようとする場合 加算前年度。 

ｃ イⅲの場合 令和４年度。 

※１ 基準年度に施設及び事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における

当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準。 

※２ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額につい

ては第７条第１項（１）キに準じる。 



※３ 加算Ⅰのキャリアパス要件を満たさなくなる場合等、第５条第１項に定める賃金改

善要件分に係る加算率が減少する場合において、基準年度の賃金水準を算定するに当

たっては、減少する賃金改善要件分の加算率に相当する加算Ⅰの加算見込額（法定福

利費等の事業主負担分を除く。算定方法は第７条第１項（２）オに準じる。）を控除

すること。 

※４ ｂ－１の場合は、基準年度における加算Ⅲによる賃金改善額を控除すること。 

サ 「特定加算見込額」とは、賃金改善実施期間における加算見込額のうち加算Ⅲ新規事由

に係る額として、以下により算定した額※をいう。 

＜イⅰの場合＞ 

｛「加算当年度の単価」－「基準年度の単価」｝×「加算当年度の加算Ⅲ算定対象人数」

×「賃金改善実施期間の月数」（千円未満の端数は切り捨て） 

＜イⅱ及びⅲの場合＞ 

「加算当年度の単価」×「加算当年度の加算Ⅲ算定対象人数」×「賃金改善実施期間の

月数」（千円未満の端数は切り捨て） 

※ 施設及び事業所間で加算見込額の一部の配分を調整する場合には、それぞれ、その受

入（拠出）見込額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回る（下回る）ときはその差額

を加える（減じる）こと。 

シ 「見込平均利用子ども数」については第７条第１項（１）コに、特定の年度における「賃

金水準」については第７条第１項（サ）に、それぞれ準じる。 

（２）加算Ⅲ新規事由がない場合 

ア 賃金改善実施期間において、次に掲げる要件を満たしていること。 

ⅰ 職員に係る賃金見込総額が、当該職員に係る起点賃金水準を下回っていないこと。 

ⅱ 職員の賃金見込総額のうち加算Ⅲにより改善を行う部分の総額（当該改善に伴い増加

する法定福利費等の事業主負担を含む。）が加算当年度の加算見込額を下回っていない

こと。また、加算Ⅲにより改善を行う部分の総額（当該改善に伴い増加する法定福利費

等の事業主負担分を含む。）の３分の２以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手

当の引上げによるものであること。 

イ 「賃金改善実施期間」とは、加算当年度の４月から翌年３月までをいう。 

ウ 「賃金見込総額」とは、各職員について「賃金見込額」を合算して得た額（千円未満の

端数は切り捨て）をいう。 

エ 「賃金見込額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における見込賃金（当該年度に

おける第13条第１項（１）アに定める加算Ⅱ新規事由による賃金の改善見込額及び加算前

年度に係る加算残額の支払を除く。）をいう。 

オ 「起点賃金水準」とは、基準年度の賃金水準（加算前年度の賃金水準。ただし、施設及



び事業所において基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場

合には、加算当年度の３年前の年度の賃金水準とすることができる。また、基準年度に係

る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準年度の前年度に係る

加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除く。算定方法は、第７

条第１項（１）サに準じる。）に、基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人

件費の改定分※１を合算した水準※２・※３（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

※１ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額につい

ては第７条第１項（１）キに準じる。 

※２ 施設及び事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合には、それぞれ、その受入

（拠出）見込額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回る（下回る）ときはその差額

から法定福利費等の事業主負担分を控除した額（注１）を加える（減じる）こと。 

※３ 加算Ⅰのキャリアパス要件を満たさなくなる場合等、第５条第１項に定める賃金改

善要件分に係る加算率が減少する場合において、基準年度の賃金水準を算定するに当

たっては、減少する賃金改善要件分の加算率に相当する加算Ⅰの加算見込額（法定福

利費等の事業主負担分を除く。算定方法は第７条第１項（２）オに準じる。）を控除

すること。 

（注１） 次の＜算式＞を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除するこ

と。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃

金の総額」×「受入（拠出）見込額と基準年度の受入（拠出）実績額との差額」 

カ 「見込平均利用子ども数」については第７条第１項（１）コに、特定の年度における「賃

金水準」については第７条第１項（１）サに、それぞれ準じる。 

２ 加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲの実績報告については、加算当年度の終了時において、実施し

た賃金の改善が次の（１）又は（２）のいずれかに掲げる要件を満たしていることを要件とす

る。 

（１）加算Ⅲ新規事由がある場合 

ア 賃金改善実施期間において、次に掲げる要件を満たしていること。また、賃金改善等実

績総額が特定加算実績額を下回った場合又は職員の支払賃金のうち加算Ⅲにより改善を

行う部分の総額（当該改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。）が加算

当年度の加算実績額を下回った場合には、生じた加算残額の全額を当該翌年度に速やかに

職員の賃金（法定福利費等の事業主負担分を含む。）として支払うこと。 

ⅰ 職員に係る賃金改善等実績総額が特定加算実績額を下回っていないこと。 

ⅱ 職員の支払賃金のうち加算Ⅲにより改善を行う部分の総額（当該改善に伴い増加する



法定福利費等の事業主負担分を含む。）が加算当年度の加算Ⅲによる加算実績額を下回

っていないこと。また、加算Ⅲにより改善を行う部分の総額（当該改善に伴い増加する

法定福利費等の事業主負担分を含む。）の３分の２以上が、基本給又は決まって毎月支

払われる手当の引上げによるものであること。 

イ 「加算Ⅲ新規事由」とは、次に掲げる事由をいう。 

ⅰ 加算前年度に加算Ⅲの適用を受けており、加算当年度に適用を受けようとする加算単

価が公定価格の改定※により加算前年度に比して増加する場合（令和４年度に加算Ⅲの

適用を受けた場合を除き、当該単価の増加のない施設及び事業所において、当該単価の

増加のある他の施設及び事業所に係る特定加算見込額の一部を受け入れる場合を含

む。） 

ⅱ 令和５年度以降、新たに加算Ⅲの適用を受けようとする場合 

ⅲ 令和４年度に引き続き令和５年度も加算Ⅲの適用を受けようとする場合 

※ 法定福利費等の事業主負担分の算定額の増額による加算単価の改定を除く。 

ウ 「賃金改善等実績総額」とは、「賃金改善実績総額」と「事業主負担増加相当総額」を

合計して得た額（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

エ 「賃金改善実績総額」とは、職員に係る「賃金改善実績額」を合算して得た額をいう。 

オ 「事業主負担増加相当総額」とは、職員に係る「賃金改善実績額」に応じて増加した法

定福利費等の事業主負担分に相当する額を合算して得た額をいい、次の＜算式＞により算

定することを標準とする。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金

の総額」×「加算当年度の賃金改善実績額」 

カ 「賃金改善実績額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における職員に係る支払賃

金（当該年度に係る加算残額を含む。また、当該年度に係る第 13 条第１項（１）アに定

める加算Ⅱ新規事由による賃金の改善額及び加算前年度に係る加算残額の支払を除く。）

のうち、その水準が当該職員に係る「起点賃金水準」（加算当年度に国家公務員の給与改

定に伴う公定価格における人件費の改定があった場合には、当該改定分※を反映させた賃

金水準）を超えると認められる部分に相当する額をいう。 

※ 増額改定があった場合の、各職員の増額改定分の合算額（法定福利費等の事業主負担

分の増額分を含む。）は、次の＜算式１＞により算定した額以上となっていることを要

する。 

＜算式１＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（増額改定を反映させた額）」×「増額改定に係る

改定率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 



また、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の減額改定（以下「減額

改定」という。）があった場合の、各職員の減額改定分の合算額（法定福利費等の事業

主負担分の減額分を含む。）は、以下の＜算式２＞により算定した額を超えない減額と

なっていることを要する。 

＜算式２＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（減額改定を反映させた額）」×「減額改定に係る

改定率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 

キ 「支払賃金総額」とは、職員について「支払賃金額」を合算して得た額（千円未満の端

数は切り捨て）をいう。 

ク 「支払賃金額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における職員に係る支払賃金（当

該年度における第 13 条第１項（１）アに定める加算Ⅱ新規事由による賃金の改善額及び

加算前年度に係る加算残額の支払を除く。）をいう。 

ケ 「起点賃金水準」とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準

※１（当該年度に係る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準

年度の前年度に係る加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除

く。）に、基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分※２を合算

した水準※３をいう。 

ａ イⅰの場合 加算前年度の賃金水準。ただし、施設及び事業所において基準年度を加

算前年度とすることが難しい事情があると認められる場合には、加算当年度の３年前の

年度の賃金水準とすることができる。 

ｂ イⅱの場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準年度の賃金水準※４。 

ｂ－１ 加算前年度に加算Ⅲの適用を受けておらず、それ以前に適用を受けたことがあ

る場合 加算Ⅲの適用を受けた直近の年度。 

ｂ－２ 加算当年度に初めて加算Ⅲの適用を受けようとする場合 加算前年度。 

ｃ イⅲの場合 令和４年度 

※１ 基準年度に施設及び事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業所における

当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準とする。 

※２ 「基準年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額について

は第７条第２項（１）カに準じる。 

※３ 加算Ⅰのキャリアパス要件を満たさなくなった場合等、第５条第１項に定める賃金

改善要件分に係る加算率が減少した場合において、基準年度の賃金水準を算定するに

当たっては、減少した賃金改善要件分の加算率に相当する加算Ⅰの加算実績額（法定

福利費等の事業主負担分を除く。算定方法は第７条第２項（２）エに準じる。）を控

除すること。 



※４ ｂ－１の場合は、基準年度における加算Ⅲによる賃金改善額を控除すること。 

コ 「特定加算実績額」とは、賃金改善実施期間における加算実績額のうち加算Ⅲ新規事由

に係る額として、以下により算定した額※をいう。 

＜イⅰの場合＞ 

｛「加算当年度の単価」－「基準年度の単価」｝×「加算当年度の加算Ⅲ算定対象人数」

×「賃金改善実施期間の月数」（千円未満の端数は切り捨て） 

＜イⅱ及びⅲの場合＞ 

「加算当年度の単価」×「加算当年度の加算Ⅲ算定対象人数」×「賃金改善実施期間の

月数」（千円未満の端数は切り捨て） 

※ 施設及び事業所間で加算実績額の一部の配分を調整する場合には、それぞれ、その受

入（拠出）実績額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回る（下回る）ときはその差額

を加える（減じる）こと。 

サ 特定の年度における「賃金水準」については第７条第１項（１）サに準じる。 

（２）加算Ⅲ新規事由がない場合 

ア 賃金改善実施期間において、次に掲げる要件を満たしていること。また、支払賃金総額

が起点賃金水準を下回った場合又は職員の支払賃金のうち加算Ⅲにより改善を行う部分

の総額（当該改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。）が加算当年度の

加算実績額を下回った場合には、生じた加算残額の全額を当該翌年度に速やかに職員の賃

金（法定福利費等の事業主負担分を含む。）として支払うこと。 

ⅰ 職員に係る支払賃金総額が、当該職員に係る起点賃金水準を下回っていないこと。 

ⅱ 職員の支払賃金のうち加算Ⅲにより改善を行う部分の総額（当該改善に伴い増加する

法定福利費等の事業主負担分を含む。）が加算当年度の加算実績額を下回っていないこ

と。また、加算Ⅲにより改善を行う部分の総額（当該改善に伴い増加する法定福利費等

の事業主負担分を含む。）の３分の２以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当

の引上げによるものであること。 

イ 「支払賃金総額」とは、職員に係る「支払賃金額」を合算して得た額（千円未満の端数

は切り捨て） 

ウ 「支払賃金額」とは、加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金（当該年度に

おける第 13 条第１項（１）アに定める加算Ⅱ新規事由による賃金の改善額及び加算前年

度に係る加算残額の支払を除く。）をいう。 

エ 「起点賃金水準」とは、基準年度の賃金水準（加算前年度の賃金水準。ただし、施設及

び事業所において基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場

合には、加算当年度の３年前の年度の賃金水準とすることができる。また、基準年度に係

る加算残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除く。）を含み、基準年度の前年度に係る



加算残額の支払並びに令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額を除く。）に、基準翌年度

から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分※１・※２を合算した水準※３・

※４（千円未満の端数は切り捨て）をいう。 

※１ 「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の額につい

ては第７条第２項（１）カに準じる。 

※２ 増額改定があった場合の、各職員の増額改定分の合算額（法定福利費等の事業主負

担分の増額分を含む。）は、次の＜算式１＞により算定した額以上となっていること

を要する。 

＜算式１＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（増額改定を反映させた額）」×「増額改定に係る

改定率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 

また、減額改定があった場合の、各職員の減額改定分の合算額（法定福利費等の事

業主負担分の減額分を含む。）は、以下の＜算式２＞により算定した額を超えない減

額となっていることを要する。 

＜算式２＞ 

「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額（減額改定を反映させた額）」×「減額改定に係る

改定率」÷「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」 

※３ 施設及び事業所間で加算額の一部の配分を調整した場合には、それぞれ、受入（拠

出）実績額が基準年度の受入（拠出）実績額を上回った（下回った）ときはその差額

から法定福利費等の事業主負担分を控除した額（注）を加える（減じる）こと。 

※４ 加算Ⅰのキャリアパス要件を満たさなくなった場合等、第５条第１項に定める賃金

改善要件分に係る加算率が減少した場合において、基準年度の賃金水準を算定するに

当たっては、減少した賃金改善要件分の加算率に相当する加算Ⅰの加算実績額（法定

福利費等の事業主負担分を除く。算定方法は第７条第２項（２）エに準じる。）を控

除すること。 

（注） 次の＜算式＞を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除すること。 

＜算式＞ 

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃

金の総額」×「受入（拠出）見込額と基準年度の受入（拠出）実績額との差額」 

オ 特定の年度における「賃金水準」については第７条第１項（１）サに準じる。 

 

（処遇改善等加算Ⅲの賃金改善計画書） 

第 19 条 施設及び事業所は、賃金の改善に関する計画の策定にあたり、賃金改善計画書（処遇

改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第９号様式）及び賃金改善計画書添付書類（処遇改善



等加算Ⅲ）（第９号様式添付書類）を横浜市長が定める日までに、横浜市長に提出するものと

する。なお、加算Ⅲの加算額について、当該施設及び事業所から同一法人内の他の施設及び事

業所をまたぐ配分を実施する場合は、賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅲ）（内訳表）（第９号

様式添付書類２）もあわせて提出するものとする。 

２ 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第９号様式）は、職員に対し

て当該計画の内容について周知するとともに、賃金改善確認書（第２号様式の３）により、賃

金改善の対象となる職員の自署による確認を行うこととする。 

 

（処遇改善等加算Ⅲの賃金改善実績報告書） 

第 20 条 施設及び事業所は、賃金改善実施後、賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅲ及び向

上支援費加算Ⅲ）（第 10 号様式）及び賃金改善実績報告書添付書類（処遇改善等加算Ⅲ）（第

10 号様式添付書類）を年度終了後、横浜市長が定める日までに、横浜市長に提出するものと

する。なお、加算Ⅲの加算額について、当該施設及び事業所から同一法人内の他の施設及び事

業所をまたぐ配分を実施した場合は、賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅲ）（内訳表）（第

10 号様式添付書類２）もあわせて提出するものとする。 

２ 賃金改善確認書（第２号様式の３）を、賃金改善実施後、賃金改善を実施した職員から、第

19 条第２項により作成した写し（賃金改善確認書（第２号様式の３））の「実績報告時」欄に

自署で署名を受け、横浜市長に提出することとする。 

３ 加算当年度の終了後、第 18 条による算定の結果、賃金改善等実績総額が特定加算実績額を

下回り、又は支払賃金総額が起点賃金水準を下回った場合には、その翌年度内にすみやかに、

加算残額の全額を一時金等により支払い、賃金の改善に充てること。 

 

（職員配置加算及び職員配置加算（休日）の処遇改善等加算Ⅲ相当分、ローテーション保育士（保

育教諭）雇用費の処遇改善等加算Ⅲ相当分及び安全な保育を実施するための職員雇用費の処遇

改善等加算Ⅲ相当分の申請及び認定） 

第 21 条 施設及び事業所が向上支援費加算Ⅲの加算を受けるための手続きは、次の各号による

ものとする。 

（１）向上支援費加算Ⅲの加算の認定は、横浜市長が行うものとする。 

（２）代表者は、加算の適用を申請するときは、加算算定対象人数等認定申請書（処遇改善等

加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第８号様式）を作成し、基礎職員数・見込平均利用子ども

数の算出方法書を添付して横浜市長が定める日までに、横浜市長に提出するものとする。 

（３）横浜市長は、加算の適否を確認し、加算の認定を行うこととし、認定の内容を施設及び

事業所に通知することとする。 

（４）代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算内容と異



なる場合は、給付費要綱第５条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表

者の過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。 

 

（職員配置加算及び職員配置加算（休日）の処遇改善等加算Ⅲ相当分、ローテーション保育士（保

育教諭）雇用費の処遇改善等加算Ⅲ相当分及び安全な保育を実施するための職員雇用費の処遇

改善等加算Ⅲ相当分の支給額） 

第 22 条 向上支援費加算Ⅲの支給額は、向上支援費要綱に定められている額とする。 

 

（職員配置加算及び職員配置加算（休日）の処遇改善等加算Ⅲ相当分、ローテーション保育士（保

育教諭）雇用費の処遇改善等加算Ⅲ相当分及び安全な保育を実施するための職員雇用費の処遇

改善等加算Ⅲ相当分の賃金改善計画書） 

第 23 条 施設及び事業所は、賃金の改善に関する計画の策定にあたり、賃金改善計画書（処遇

改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第９号様式）を横浜市長が定める日までに、横浜市長

に提出するものとする。 

２ 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第９号様式）は、職員に対し

て当該計画の内容について周知するとともに、賃金改善確認書（第２号様式の３）により、賃

金改善の対象となる職員の自署による確認を行うこととする。 

 

（職員配置加算及び職員配置加算（休日）の処遇改善等加算Ⅲ相当分、ローテーション保育士（保

育教諭）雇用費の処遇改善等加算Ⅲ相当分及び安全な保育を実施するための職員雇用費の処遇

改善等加算Ⅲ相当分の賃金改善実績報告書） 

第 24 条 施設及び事業所は、賃金改善実施後、賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅲ及び向

上支援費加算Ⅲ）（第 10 号様式）を年度終了後、横浜市長が定める日までに、横浜市長に提出

するものとする。 

２ 賃金改善確認書（第２号様式の３）を、賃金改善実施後、賃金改善を実施した職員から、第

23 第２項により作成した写し（賃金改善確認書（第２号様式の３））の「実績報告時」欄に自

署で署名を受け、横浜市長に提出することとする。 

 

（職員処遇改善費の申請及び認定） 

第 25 条 施設及び事業所が職員処遇改善費の加算を受けるための手続きは、次の各号によるも

のとする。 

（１）職員処遇改善費の加算の認定は、横浜市長が行うものとする。 

（２）代表者は、加算の適用を申請するときは、加算算定対象人数等認定申請書（処遇改善等

加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第５号様式）を作成し、横浜市長が定める日までに、横浜市



長に申請するものとする。 

（３）横浜市長は、加算の適否及び適用する加算対象職員数を確認し、加算の認定を行うこと

とし、認定の内容を施設及び事業所に通知することとする。 

（４）代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算内容と異

なる場合は、給付費要綱第５条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表

者の過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。 

 

（職員処遇改善費の支給額） 

第 26 条 職員処遇改善費は、職員処遇改善費の加算対象職員に向上支援費要綱に定められてい

る単価を乗じた額とする。 

 

（職員処遇改善費の加算対象職員） 

第 27 条 職員処遇改善費の加算対象職員は、加算率等認定申請書（処遇改善等加算Ⅰ）（第１号

様式の１）で記載された職員のうち「ウ 合計ア＋イ」の経験年数が７年０か月以上で、職種

が「保育士」「保育教諭」「教諭」「保健師・助産師・看護師・准看護師」の職員の人数から「加

算Ⅱにおける人数Ａ」を引いた人数とする。なお、マイナスとなる場合は支給対象外とする。 

２ 職員処遇改善費の加算対象職員の対象となる職種は、加算率等認定申請書（処遇改善等加算

Ⅰ）（第１号様式の１）に記載された職員のうち、「保育士」「保育教諭」「教諭」「保健師・助

産師・看護師・准看護師」に限る。 

 

（職員処遇改善費の要件） 

第 28 条 職員処遇改善費の要件は以下の各号による。 

（１）職員処遇改善費は、加算Ⅱを適用した施設及び事業所のみ申請することができるものと

する。ただし、加算Ⅱの加算額について、当該施設及び事業所から同一法人内の他の施設及

び事業所をまたぐ配分を実施する場合は、職員処遇改善費の申請はできないものとする。 

（２）職員処遇改善費を支給される職員は、加算Ⅱと同様に、原則研修を受講するものとする。

研修要件については第 34 条で定める。 

（３）職員処遇改善費の支給方法は、加算Ⅱと同様に、原則基本給又は役職手当など職責若し

くは職務に応じて、決まって毎月支払われる手当により行われるものとする。 

（４）職員処遇改善費は、職員一人当たり加算Ⅱと併せて月額４万円を上限とし、賃金改善額

は、月額５千円以上４万円以下とする。 

（５）加算Ⅱと同様に、賃金改善等見込総額が特定加算見込額を下回っていないこと（加算Ⅱ

新規事由がない場合には、対象職員に係る賃金改善見込総額が当該職員に係る起点賃金水準

に加算当年度の公定価格における人件費の改定分を加えた額を下回っておらず、かつ、加算



当年度における加算対象者に毎月決まって支払われる手当又は基本給（職員処遇改善費によ

り改善を行う部分に限り、これに対応する法定福利費等の事業主負担分を含む。）の総額が

加算当年度の職員処遇改善費による加算見込額を下回っていないこと）とする。 

（６）賃金改善の対象となる施設及び事業所の職員の範囲は、園長、施設長及び役員（法人役

員と兼務している保育士等は除く）を除く職員とし、経験年数７年０か月以上で職種が「保

育士」「保育教諭」「教諭」「保健師・助産師・看護師・准看護師」の職員を対象に職員処遇

改善費を分配するものとする。 

 

（職員処遇改善費の基準年度） 

第 29 条 職員処遇改善費の基準年度は、加算Ⅱに準じるものとする。 

 

（職員処遇改善費の賃金改善計画書） 

第 30 条 施設及び事業所は、職員処遇改善費について賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ及び

職員処遇改善費）（第６号様式）及び賃金改善計画書添付書類（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処

遇改善費）（第６号様式添付書類）を作成し、横浜市長が定める日までに、横浜市長に提出す

るものとする。 

２ 職員処遇改善費の賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第６号様式）

は、職員に対して当該計画の内容について周知するとともに、賃金改善確認書（第２号様式の

３）により、賃金改善の対象となる職員の自署による確認を行うこととする。 

 

（職員処遇改善費の賃金改善実績報告書） 

第 31 条 施設及び事業所は、賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第

７号様式）、賃金改善確認書（第２号様式の３）及び賃金改善実績報告書添付書類（処遇改善

等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第７号様式添付書類）を年度終了後、横浜市が定める日まで

に、横浜市長に提出するものとする。 

２ 賃金改善確認書（第２号様式の３）を、賃金改善実施後に賃金改善を実施した職員から第

21 条第２項により作成した写し（賃金改善確認書（第２号様式の３））の「実績報告時」欄に

自署で署名を受け、横浜市長に提出することとする。 

 

（職員処遇改善費の差額） 

第 32 条 加算当年度の終了後、賃金改善等実績総額が特定加算実績額を下回り、又は支払改善

見込総額が当該職員に係る起点賃金水準を下回った場合には、その翌年度内にすみやかに、加

算残額の全額を一時金等により支払い、賃金の改善に充てること。 

 



（処遇改善等加算Ⅱに係る研修要件） 

第 33 条 保育所・地域型保育事業所の職員が修了すべき研修及び研修分野は次のとおりとする。 

研修分野 職位（注１） 

副主任保

育士 

専門リーダ

ー 

職務分野別リ

ーダー 

保育士等キャリア

アップ研修 

専門分野別研修 専門分野

別研修の

うち３以

上の研修

分野 

専門分野別

研修のうち

４以上の研

修分野 

職務分野別リ

ーダーとして

担当する職務

分野に対応す

る分野を含む

１以上の研修

分野 

 乳児保育 

幼児教育 

障がい児保育 

食育・アレルギー対応 

保健衛生・安全対策 

保護者支援・子育て支援 

マネジメント研修 必須 （注２） （注２） 

保育実践研修 （注２） （注２） （注２） 

（注１）各職位については、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」（令和２年７月

30 日付け 府子本第 761 号、２文科初第 643 号、子発 0730 第２号内閣府子ども・子育て本部

統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知）第５の２ケⅰ及びⅱ

に対応する。 

（注２）原則として、専門分野別研修として取り扱うことはできないが、令和元年度までに受講

した研修に限って、専門分野別研修として取り扱うことが可能である。 

（１）研修内容 

ア 保育士等キャリアアップ研修（平成 29 年度以降） 

「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成 29年４月１日付け雇児保発 0401

第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）別紙「保育士等キャリアアップ研

修ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に沿って、各都道府県又は各都道府県

知事が指定する研修実施機関が実施する研修をいう。 

イ 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律（令和４年法律第 40 号）

の一部施行（令和４年７月１日）より前に実施された幼稚園教諭免許状に係る免許状更新

講習（以下「旧免許状更新講習」という。）及び免許法認定講習のうち、都道府県が専門

分野別研修の各研修分野として適当と認める研修を修了し、それらを複数組み合わせて１

つの分野の修了時間が計 15 時間以上に達した場合には、当該研修分野に係る専門分野別

研修を修了したとみなすことができる。 

（２）園内研修の取扱い 

「施設型給付費等に係る処遇改善加算Ⅱに係る研修要件について（令和 3 年 9 月 2 日）」



Ⅰ１（４）保育所等における園内研修の取扱いについてを参照とする。 

（３）受講の確認 

受講の確認については、処遇改善等Ⅱ及び職員処遇改善費の手続きの際に以下のものを添

付する。内容に疑義等が生じた際には研修の修了証等の挙証資料の提示を求める場合がある

ため、各施設において修了証の写し等を適切に保管する。 

ア 研修受講履歴一覧（第６号様式（添付書類３）） 

イ 園内研修実施状況報告書・・・（園内研修を受講履歴として入れる場合）  

２ 幼稚園・認定こども園（以下「幼稚園等」という。）の職員が修了すべき研修は次のとおり

とする。 

研修分野 職位（注１） 

中核リーダー 専門リーダー 若手リーダー 

教育（・保育）の質を高めるための知

識・技術の向上を目的とした研修 

60 時間以上 60 時間以上 15 時間以上 

うちマネジメント分野 15 時間以上必須      

うち園内研修 15 時間以内可 15 時間以内可 ４時間以内可 

（注１） 各職位については、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」（令和２年７月

30 日付け 府子本第 761 号、２文科初第 643 号、子発 0730 第２号内閣府子ども・子育て本部

統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知）第５の２ケⅰ及びⅱ

に対応する。 

（１）研修内容 

幼稚園等の職員が受講すべき研修は、幼稚園教育要領等を踏まえて教育の質（認定こども

園においては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領及び保育所保育指

針を踏まえて教育及び保育の質）を高めるための知識・技能の向上を目的とし、かつ、以下

ア～オの主体が実施する研修とする。（各研修の受講時間数を合算する。） 

ア 都道府県又は市町村（教育委員会を含む。） 

イ 幼稚園関係団体又は認定こども園関係団体のうち、都道府県が適当と認めた者 

ウ 大学等（大学、大学共同利用機関若しくは指定教員養成機関又は独立行政法人教職員支

援機構若しくは独立行政法人国立特別支援教育総合研究所をいう。） 

エ その他都道府県が適当と認めた者 

オ 園内における研修を企画・実施する幼稚園等 

幼稚園等が企画・実施する園内における研修（以下「園内研修（幼稚園等）」という。）

について、以下の（ア）から（ウ）に定める要件を全て満たした場合には、園内研修（幼

稚園等）の修了者について、中核リーダー及び専門リーダーにおいては 15 時間以内、若



手リーダーにおいては４時間以内の範囲で修了要件として、修了すべき研修時間に含むこ

とができる。 

（ア） 研修内容に関して十分な知識及び経験を有するとア、イ若しくはエが認める者又

はウに所属する者を講師として行うものであること。 

（イ） 研修の目的及び内容が明確に設定されていること。 

（ウ） 研修受講者が明確に特定されており、各園において研修修了の証明が可能である

ことなお、園内研修（幼稚園等）を対象とする合は、処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改

善費の手続きの際に、園内研修実施状況報告書を添付する。 

（２）保育士等キャリアアップ研修（乳児保育分野その他の保育所等に係る内容に特化した研

修及び保育実践研修を除く。）については、本項に定める研修に含まれるものであり、本項

の研修修了要件を満たすものとして取り扱う（※）。ただし、マネジメント研修は中核リー

ダーに限り有効である。 

（※） 各分野 15 時間を修了する必要はなく、受講した時間数を加算に係る研修の修了時

間として算入することが可能である。 

（３）旧免許状更新講習については、幼稚園又は認定こども園における研修修了要件を満たす

ものとして差し支えない。 

（４）受講の確認 

受講の確認については、処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費の手続きの際に以下のもの

を添付する。内容に疑義等が生じた際には研修の修了証等の挙証資料の提示を求める場合が

あるため、各施設において修了証の写し等を適切に保管する。 

ア 研修受講履歴一覧（第６号様式（添付書類４）） 

イ 園内研修実施状況報告書・・・（園内研修を受講履歴として入れる場合）  

３ 研修修了要件の適用時期については次のとおりとする。 

（１）副主任保育士、中核リーダー及び専門リーダー 

研修修了要件については、令和８年度から適用することとし、令和７年度までの経過措置

期間に求める研修の修了数は以下のとおりとする。 

ア 令和５年度は、１（１）のうち１以上の研修分野、２（１）のうち 15 時間以上の研修 

イ 令和６年度は、１（１）のうち２以上の研修分野、２（１）のうち 30 時間以上の研修 

ウ 令和７年度は、１（１）のうち３以上の研修分野、２（１）のうち 45 時間以上の研修 

（２）職務分野別リーダー及び若手リーダー  

研修修了要件については、令和６年度から適用することとし、令和５年度までの間は研修

修了要件を適用しない。 なお、第 13 の 1 の（１）コⅱただし書により、副主任保育士、中

核リーダー又は専門リーダーにおいて月額４万円の改善を行う者を１人以上確保したうえ

で、加算Ⅱ－①に係る賃金の改善を行う職務分野別リーダー又 は若手リーダーについても、



令和６年度以降は、１（１）、２（１）に定める研修修了要件を満たす必要があること。 

（３）加算対象職員は、処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善を受ける月の前月までに研修修了要

件通知に定める研修を修了すること。 

 

（職員処遇改善費に係る研修要件について） 

第 34 条 職員処遇改善費における保育所・地域型保育事業所の職員が修了すべき研修及び研修

分野は前条第１項の表及び同項第１号に規定する保育士等キャリアアップ研修又は保育所保

育指針を踏まえて保育の質を高めるための知識・技能の向上を目的とした市主催の保育・教育

施設を対象とした研修・研究（以下「市主催研修」という。）とする。 

２ 幼稚園等の職員が修了すべき研修は、前条第２項の規定を準用する。 

３ 研修修了要件の適用時期については次のとおりとする。 

研修修了要件については、令和９年度から適用することとし、令和８年度までの経過措置期

間に求める研修の修了数は次の表のとおりとする。 

（１）保育所・地域型保育事業所 

適用時期 研修修了要件 

令和５年度 適用しない 

令和６年度 
保育士等キャリアアップ研修（注１）又は市主催研修 15 時間以上。た

だし、園内研修（注２）は４時間以内とする。 

令和７年度 
保育士等キャリアアップ研修（注１）又は市主催研修 30 時間以上。た

だし、園内研修（注２）は８時間以内とする。 

令和８年度 
保育士等キャリアアップ研修（注１）又は市主催研修 45 時間以上。た

だし、園内研修（注２）は 12 時間以内とする。 

令和９年度 
保育士等キャリアアップ研修（注１）又は市主催研修 60 時間以上。た

だし、園内研修（注２）は 16 時間以内とする。 

（注１）保育士等キャリアアップ研修は、１分野を 15 時間と換算とする。 

（注２）園内研修の取扱いについては、第 33 条第１項（２）を準用する。 

（２）幼稚園等 

適用時期 研修修了要件 

令和５年度 適用しない 

令和６年度 
教育（・保育）の質を高めるための知識・技術の向上を目的とした研修

15 時間以上。ただし、園内研修は 15 時間以内とする。 

令和７年度 教育（・保育）の質を高めるための知識・技術の向上を目的とした研修



30 時間以上。ただし、園内研修は 15 時間以内とする。 

令和８年度 
教育（・保育）の質を高めるための知識・技術の向上を目的とした研修

45 時間以上。ただし、園内研修は 15 時間以内とする。 

令和９年度 
教育（・保育）の質を高めるための知識・技術の向上を目的とした研修

60 時間以上。ただし、園内研修は 15 時間以内とする。 

４ 研修受講の確認については、第 33 条第１項及び２項を準用する。 

 

（虚偽等の場合の返還措置） 

第 35 条 横浜市長は、本加算による賃金改善の実施の適正を期するため必要があるときは、代

表者に対し事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は調査をすることができる。 

２ 横浜市長は、施設及び事業所が事実と異なる内容で請求等を行った場合、前項の規定に基づ

く調査においてその執行に疑義が生じた場合又は本要領に反した経費に使用した場合には、是

正させ、加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲ、向上支援費加算Ⅲ及び職員処遇改善費の全部又は一部の返

還を命じることができる。 

 

（関係書類） 

第 36 条 加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲ、向上支援費加算Ⅲ及び職員処遇改善費に係る支給を受けた

施設及び事業所の代表者は、賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収

入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を実績報告後５年間保管し、

市町村からこの提供を求められた場合には提出をしなければならない。 

 

（請求について） 

第 37 条 加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲ、向上支援費加算Ⅲ及び職員処遇改善費は、給付費要綱及び

向上支援費要綱に定める他の給付費等と併せて請求することとする。 

 

（補則） 

第 38 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。なお、平成 28 年度の実績報告書の提出につい

ては、改正前の要領によるものとする。 



 

附 則 

この要領は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和２年８月１日から施行する。 

なお、本要領は、令和２年４月１日以降に支給された処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ及び職員処遇改善

費から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年７月 16 日から施行する。 

なお、本要領は、令和３年４月１日以降に支給された処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ及び職員処遇改善

費から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年 11 月 25 日から施行する。 

なお、本要領は、令和４年 10 月１日以降に支給された処遇改善等加算Ⅲ、職員配置加算の処

遇改善等加算Ⅲ相当分、ローテーション保育士（保育教諭）雇用費の処遇改善等加算Ⅲ相当分及

び安全な保育を実施するための職員雇用費の処遇改善等加算Ⅲ相当分から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年７月１日から施行する。 

 



第１号様式の１

区

（１）加算率

％
選
択 ％

選
択 ％

（２）職員１人当たりの平均経験年数の算定

職員１人当り平均経験年数

ア イ ウ

Ａ
/
B
票

育
休
等

1 年
か
月

年
か
月

年
か
月

2 年
か
月

年
か
月

年
か
月

3 年
か
月

年
か
月

年
か
月

4 年
か
月

年
か
月

年
か
月

5 年
か
月

年
か
月

年
か
月

6 年
か
月

年
か
月

年
か
月

7 年
か
月

年
か
月

年
か
月

8 年
か
月

年
か
月

年
か
月

9 年
か
月

年
か
月

年
か
月

10 年
か
月

年
か
月

年
か
月

※１　１日６時間未満又は月20日未満勤務の職員は含めないものとする。

　　　当該年度４月１日現在、産休・育休の職員がいる場合は有給・無給問わず記載すること。

　　　病休・休職の職員がいる場合は、有給の場合のみ記載すること。

※２　経験年月数は、当年度４月１日現在により算定する。新たな職員の職歴証明書、年金加入記録等の写しの確認を含め、

　　　その他の社会福祉施設の総経験年数については、個々の履歴を確認の上、積算対象施設を記載した第１号様式の２及び３を

　　　別途提出していること。

※３　平均経験年数は、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てとする。

※４　職員処遇改善費の対象となる人数は、職種が「保育士」「保育教諭」「教諭」「保健師・助産師・看護師・准看護師」で、

　　　経験年数が７年０か月以上の職員とする。

現に勤務する施
設・事業所で、直
近の算定対象と

なった日

　その他の社会福祉施設の総経験年数については、個々の履歴を確認の上、積算対象施設を記載した『職員履歴報告
書（処遇改善等加算Ⅰ）（Ａ票）（第１号様式の２）』や『職員状況報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（Ｂ票）（第１号
様式の３）』を別途提出し、内容を確認していること。

　当該年度４月１日現在、産休・育休の職員がいる場合は有給・無休問わず記載すること。病休・休職の職員がいる
場合は、有給の場合のみ記載していること。

人

　当該年度の処遇改善等加算Ⅰに係る加算率の認定について、次のとおり申請します。また、次の事項について相違ありま
せん。

1

2

Ａ 人

※「適」で前年度から取組内容に変更がない場合を除き、第３号様式を添付すること。
※「否」の場合、②の割合から２％減じること。

①基礎分
（平均経験年数に基づき設定）

②賃金改善要件分
※③が否の場合は、キャリアパス要件分の値を減じるこ

と。
加算率（①＋②）③キャリア

パス要件※

氏　　　　名

【算式】Ｂ÷Ａ＝Ｃ（６月以上
の端数は切り上げ）

か
月 Ｃ 年

職員処遇改善費の
対象となる人数

（※４）
Ｂ 年

       年度加算率等認定申請書（処遇改善等加算Ⅰ）

横浜市長

施設・事業所名称

代 表 者 職 ・ 氏 名

施 設 ・ 事 業 種 別

施設・事業所番号

市 町 村 名 横浜市

現に勤務する
施設・事業所の

経験年数

その他の施設・
事業所の

総経験年数
合計　ア＋イ職　種



第１号様式の２

職員履歴報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（A票）

※ＮＯ欄は記入しないでください

【現在の勤務施設・状況】

　

【その他の施設の勤務履歴】
注１）　積算対象の施設における勤務歴のみ記入すること。

注２）　自施設での過去の勤務歴も記入すること。

注３）　直近のものから順番に遡って記入し、勤務期間の重複がないかを確認すること。

注４）　休職から復帰の場合は、休職取得前の経歴を【その他の施設の勤務歴】に記入すること。

注５）　常勤職員又は１日６時間かつ月20日以上勤務していた施設のみ記入すること。

か
月

施設⑥
の経験年数

年
か
月

施設名称 所在地

職　　種 勤務期間 ～

施設名称 所在地

施設⑤
の経験年数

年職　　種 勤務期間 ～

施設④
の経験年数

年
か
月

か
月

施設名称 所在地

職　　種 勤務期間 ～

職　　種 勤務期間 ～
施設③

の経験年数
年

施設名称 所在地

年
か
月

施設②
の経験年数

施設名称 所在地

職　　種 勤務期間 ～

か
月

※国や市の表彰者の推薦のための参考とさせていただく場合があります。

右記の年数を別紙様式１の対象者の
イ「その他の施設・事業所の経験年数」に記入 ⇒ その他の施設・事業所の

総経験年数
年

か
月

～

施設名称 所在地

施設①
の経験年数

年職　　種 勤務期間

日日
↓選択

年
↓選択

年 月

月

月

日日
↓選択

年
↓選択

年 月

月 日日
↓選択

年
↓選択

年 月

月 日日
↓選択

年

資
 

格
 

欄

資 格 の 種 類 取 得 年 月 日

表
 

彰
 

欄

表 彰 の 種 類 受 賞 年 月 日

生年月日
選
択 年

↓選択
年 月

日

ＮＯ

秘

施 設 名

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

氏　名

月

①

②

③

④

⑤

⑥



第１号様式の３

横浜市長

（前年度４月２日から当年度４月１日までに変更があった職員）

注１）　同一法人経営の施設・事業所での異動は「異動」とすること。

注２）

注３）

注４）　変更事項が「その他」の場合は、変更内容を備考欄に記載すること。

　勤務時間の短縮等により、平均経験年数の算定対象外となった職員が、翌年度以降再び平均経験年数の算定対
象となった場合は改めて『加算率認定申請書（処遇改善等加算Ⅰ）（第１号様式の１）』及び『職員履歴報告書
（処遇改善等加算Ⅰ）（A票）（第１号様式の２）』を提出すること。

　休職は「無給」の場合のみ記入すること。復職した場合は、改めて『加算率認定申請書（処遇改善等加算Ⅰ）
（第１号様式の１）』及び『職員履歴報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（A票）（第１号様式の２）』を提出するこ
と。

施設・事業所番号

施設・事業所名称

代表者職・氏名

氏名 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 備考

職員状況報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（B票）

市町村 横浜市 区

施設・事業種別

秘



第２号様式の１

区

（１）加算見込額

①

② ％

％

④ 円

円

円

円

円

円

円

円

⑥ ～

（２）賃金改善等見込総額

① 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

⑪事業主負担増加見込総額 円

（３）他施設・事業所への配分等について

① 円

円

③ 円

円
※

※確認欄（千円未満の端数は切り捨て）

＜加算Ⅰ新規事由がある場合＞（以下のＢの額がＡの額以上であること）

Ａ 円

Ｂ 円

＜加算Ⅰ新規事由がない場合＞（以下のＢの額がＡの額以上であること）

Ａ 円

Ｂ 円

※　（３）②及び（３）④から法定福利費等の事業主負担分を除いたうえで算出すること。

上記について、すべての職員に対し、周知をした上で、提出していることを証明いたします。

受入見込額

施設・事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合の「加算見込額」及び「特定加算見込額」について
は、調整による加算額の増減を反映した（加算見込額にあっては（３）①の額を減じ、（３）③の額を加え
た後の、特定加算見込額にあっては（３）②の額を減じ、（３）④の額を加えた後の）金額を記入するこ
と。

※2

加算Ⅱの新規事由による賃金改
善額

（職員処遇改善費分）

⑤

賃金改善等見込総額（②＋⑨）（千円未
満の端数は切り捨て）

加算Ⅱの新規事由による賃金改
善額（処遇改善等加算Ⅱ分）

⑥加算Ⅲによる賃金改善額

⑩令和４年度の加算Ⅲ等による
賃金改善額

賃金見込総額【（２）③－（２）④－
（２）⑤－（２）⑥】

②賃金改善見込総額（③－④－⑤－⑥）

③支払賃金

⑦起点賃金水準（⑧＋⑨ー⑩）

⑨基準翌年度から加算当年度ま
での公定価格における人件費の
改定分

加算前年度の賃金水準（起点賃金水準）
【（２）⑦－（３）②＋（３）④
（※）】

②うち基準年度からの増減分

④うち基準年度からの増減分

第２号様式の２の「同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表」を添付すること。

特定加算見込額【（１）⑤】

賃金改善等見込総額【（２）①】

拠出見込額

加算Ⅰ新規事由

加算見込額（千円未満の端数は切り捨
て）（※2）

⑧基準年度の賃金水準（当該年
度に係る加算残額を含む）

第４の２(1)ケ参照のこと。※1

④加算前年度の加算残額に係る支
払賃金

賃金改善実施期間

処遇改善等加算（当初額）【国】

職員配置加算【市】

処遇改善等加算（当初額）【国】

　　　年度賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅰ）

施設・事業所番号

代 表 者 ・ 氏 名

市 町 村

施 設 ・ 事 業 種 別

③加算Ⅰ新規事由に係る加算率（※1）

⑤特定加算見込額（千円未満の端数は
切り捨て）（※2）

横浜市長

横浜市

施設・事業所名称

職員配置加算【市】

加算率（賃金改善要件分）

拠出・受入【国】

拠出・受入【国】



第２号様式の２ 市町村 横浜市 区

施設・事業種別
施設・事業所番号
施設・事業所名称

代表職・氏名

うち基準年度か

らの増減額※2

（円）

うち基準年度か

らの増減額※2

（円）

例１ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000 0

1 神奈川県 横浜市

2

3

4

5

6

7

8

9

※1

※2

他事業所からの受入額
（円）

賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅰ）（内訳表）（     年度）

加算Ⅰ新規事由がない場合は、前年度からの増減額を記入すること。

合計

同一事業者が運営する全ての施設・事業所（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所）について記入
すること。

同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表

番号 都道府県名 市町村名 施設・事業所名
※1

他事業所への拠出額
（円）



第２号様式の３

横浜市長

注１）

注２） 　署名後、写しをとり保管すること。計画書提出時には原本を送付すること。
注３）

注４）

月 ● 日 横浜　太郎

賃金改善確認書（　　　年度）

市町村 横浜市 区

実施計画時
氏名（自署） 確認日

実績報告時
氏名（自署）

施設・事業種別
施設・事業所番号
施設・事業所名称

□　『賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)（第２号様式の
１）』『賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇
改善費）（第６号様式）』『賃金改善計画書（処遇改善等
加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第９号様式）』に基づ
き、賃金改善が行われることの説明を受けました。

□　『賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（第４号様
式の１）』『賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ及び職
員処遇改善費）（第７号様式）』『賃金改善報告書（処遇改
善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第10号様式）』に基づ
き、賃金改善が行われたことを確認いたしました。

1

年

代表者職・氏名

NO 確認日

●例 ○ ○ 年

年

●

対象の加算　注４）

処遇Ⅰ 処遇Ⅱ 職員処遇 処遇Ⅲ

○

年

月 日

月 ○ 日 横浜　太郎○

日年 月

月 日 年 月 日

日3

年

年 月 日 年 月

2

4 年 月 日月 日

5

年

年 月 日

6 月 日

日年 月

日

月 日

日

年 月

年年 月 日 月7

年

9

8 年

年 月 日

月 日

月

10 月 日年

11

日年 月

日

月 日

日

年 月

年

月 日

年 月 日

年年

13

12

年 月 日

月

14 月 日年

15

日年 月

日

月 日

日

年 月

年

月 日

年 月 日

年年16

18

年 月

月 日 年 月 日

17 日

年

年 月 日

年 月年 月 日

日

　代表者は策定した「賃金改善計画」について、施設・事業所に勤務するすべての職員に対し周知した
後、賃金改善の対象となる職員から、上記「実施計画時」欄に自署で署名を受けること。

20 年 月 日

日19

年 月

　代表者は賃金改善実施後、実績報告時には、賃金改善計画時に保管していた「実施計画時欄に自署で署名が書かれ
た写し」の「実績報告時」欄に自署で署名を受け、『賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（第４号様式の
１）』『賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）（第７号様式）』『賃金改善実績報告書（処
遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）（第10号様式）』に添付し提出すること。

　各職員の対象の加算を選択してください。なお、複数が対象の場合は、対象となる加算の全てを選択
してください。

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

施設・事業所名
代表者名 代表者名
施設・事業所名

○



第２号様式の４ 市町村 横浜市 区

施設事業所番号

施設・事業所名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※1

※2

No 職員名 職種 備考

賃金改善（処遇改善等加算Ⅰ）に要する費用※2

基本給
①

処遇改善等加算Ⅰに係る賃金改善明細（職員別表）

計
④

（①＋②＋
③）

賞与
（一時金）

③

手当
②

処遇改善等加算Ⅱ、職員処遇改善費及び施設の持ち出し分による賃金改善額及び法定福利費等の事業主負担額を除く。

総額

【記入における留意事項】

備考欄には、年度途中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額（低額、賃金改善を実施しない場合も含む）である場合
についてはその理由を記載すること。

「常勤」とは、原則として施設で定めた勤務時間（所定労働時間）の全てを勤務する者、又は１日６時間以上かつ20日以上勤務している者をいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

施設・事業所に現に勤務している職員全員(職種を問わず、非常勤を含む。)を記入すること。



第３号様式

横浜市長

キャリアパスに関する要件について

　（①及び②に該当していれば本要件を満たす。）

①次のaからcまでのすべての要件を満たす。
a 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件を定めている。（注１）

b 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。（注２）

c 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての職員に周知している。（注３）

注１）　①aの勤務条件とは、始業・就業時刻、休憩時間、休日、休暇、退職、就業時転換のことをいう。
注２）　①bの賃金体系とは、賃金の決定・計算・支払いの方法、締日・支払の時期、昇給等のことをいう。
注３）　①cの就業規則は、労働契約就業規則に準じる。
注４）

＜資質向上のための目標設定について＞

＜具体的な取り組み内容＞

＜添付資料＞太枠内の当てはまる資料の□にレ点を入れること。
就業規則等勤務状況等が定められていることが分かるもの
給与表や昇給・昇格等について記された賃金体系等がわかるもの
資質向上のための研修計画策定と実施、能力評価の仕組みが分かるもの

キャリアパス要件届出書（処遇改善等加算Ⅰ）（　　　年度）

市町村 横浜市 区
施設・事業種別
施設・事業所番号
施設・事業所名称

　保育所保育指針や幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、施設・
事業所の果たすべき役割をきちんと認識したうえで、各施設・事業所の特色、重視していること
（強み）、これから伸ばしていきたいところといった視点で、職員と意見交換を行って目標を策
定してください。
　すでに、資質向上の目標がある場合も、この機会に職員との意見交換を行い、再度共有を図っ
てください。

　目標を達成するための具体的な取り組みは、目標に対応するよう、それぞれ経験年数や職位、
階層ごとに具体的に設定してください。
　保育所保育指針及び保育所保育指針解説書、幼稚園教育要領及び幼稚園教育要領解説や幼保連
携型認定こども園教育・保育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説で求められる
職員の資質や能力の習得及び向上のために必要な研修や取組を実施してください。
　また、市や各区で行う研修、国や各種団体が行う研修への参加機会を提供してください。さら
に、研修実施や参加だけでなく、業務を通じた研修（OJT）をどのように行うかといった視点を盛
り込んだ研修計画であることが望ましいと考えます。

※個人で実施している家庭的保育事業等であっても、キャリアパス要件、就業規則、賃金体系、補助員等の
給与規定の整備や研修計画の策定・実施等ができていれば、適用になります。

代表者職・氏名

　下記について、すべての職員に対し、周知したうえで、提出していることを証明いたします。

 次の内容について、当てはまるものに○を付けること。太枠内（該当・非該当）にレ点を入れること。

　②eアは、記入に変えて各施設・事業所で定めた年間の研修計画及び研修参加計画を添付するこ
とでも可。

該当
非該当



第３号様式

□
□

主任・
ベテラ
ン向け

主任・
ベテラ
ン向け

全体 全体

初任者
向け

初任者
向け

中堅向
け

指導職
員・管
理職層
向け

指導職
員・管
理職層
向け

中堅向
け

職員との意見交換を踏まえた資質向上のための具体的な目標
を策定していること。

ｄの実現のための具体的な取り組み内容を計画していること。
ア イ

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等
を実施するとともに、職員の能力評価を行っていること。研修実
施・参加、業務を通した指導（ＯＪＴ）、他施設・事業者や地域
子育て支援事業との交流等を記載すること。

資格取得のための支
援の実施※当該支援
の内容について下記
に記載すること。

ｄ e

横浜市 区
施設・事業所

番号
施設・

事業所名

②次のｄ及びｅの要件を満たす。

目指すべき姿（保育
理念・教育理念）

非該当
該当



第４号様式の１

区

（１）前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況（前年度の加算残額がある場合のみ記入））

① 前年度の加算残額
円

②
円

④

※

（２）加算実績額

① 円

円
円
円

円

円
円

③
※

（３）賃金改善等実績総額

① 円

円

円

円

円

円

円

円

円

⑨事業主負担増加相当総額 円

⑥起点賃金水準（⑦＋⑧）

⑦基準年度の賃金水準（当該年度
に係る加算残額を含む）

⑧基準翌年度から加算当年度まで
の公定価格における人件費の改定
分

横浜市長

特定加算実績額【国＋市】

③
支払い時期

賞与（一時金）

　　　年度賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ）

加算実績額（千円未満の端数は切り捨て）
（※）

市 町 村 名

施 設 ・ 事 業 種 別

施設・事業所番号

基本給

代 表 者 ・ 氏 名

具体的な支払い方法

「①欄の金額＞②欄の金額」となっている場合には、残る加算残額に対応する賃金の支払い予定についても③欄
に記入し、当該賃金について速やかに支払うとともに、支払い後に改めて本様式による実績報告書を提出するこ
と。

施設・事業所名称

③支払賃金

賃金改善等実績総額（②＋⑨）（千円未満の
端数は切り捨て）

②賃金改善実績総額（③－④－⑤－⑥）

手当（名称を入力：　　　　）

その他（内容を入力：　　　）

加算Ⅱの新規事由による賃金改善
額（職員処遇改善費分）

加算Ⅱの新規事由による賃金改善
額（処遇改善等加算Ⅱ分）

④加算前年度の加算残額に係る支払
賃金

施設・事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合の「加算実績額」及び「特定加算実績額」については、調
整による加算額の増減を反映した（加算実績額にあっては（４）①の額を減じ、（４）③の額を加えた後の、特
定加算実績額にあっては（４）②の額を減じ、（４）④の額を加えた後の）金額を記入すること。

⑤

拠出・受入【国】
職員配置加算【市】

支払いの有無

横浜市

賃金改善実施期間 ～

拠出・受入【国】

賃金改善の方法

前年度の加算残額に対応した支払い賃金
額

前年度の加算残額に対応した賃金の支払
い状況

支払った給与の項目

処遇改善等加算【国】

②特定加算実績額（千円未満の端数は切
り捨て）（※）



（４）他施設・事業所への配分等について

① 円

円

③ 円

円
※

（５）加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について
①

円

（以下、加算残額が生じた場合のみ記入）

上記について相違ないことを証明いたします。

手当（名称を入力：　　　　）

その他（内容を入力：　　　）

具体的な支払い方法

※加算Ⅰ新規事由の有無の別により、以下によ
り算出すること。
・加算Ⅰ新規事由がある場合：
（２）②－（３）①
・加算Ⅰ新規事由がない場合：
（３）⑥－｛（３）③－（３）④－（３）⑤｝
－（４）②＋（４）④

加算Ⅰ新規事由の有無

受入実績額

加算残額に対応した賃金の支払い予定
支払いの有無 支払い時期

拠出実績額

③

②

第４号様式の２の「同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表」を添付すること。

加算実績額と賃金改善に要した費用の総
額との差額（千円未満の端数は切り捨

②うち基準年度からの増減分

④うち基準年度からの増減分

支払う予定の給与の項目

基本給

賞与（一時金）



第４号様式の２ 市町村 横浜市 区

施設・事業種別

施設・事業所番号

施設・事業所名称

代表職・氏名

うち基準年度か

らの増減額※2

（円）

うち基準年度か

らの増減額※2

（円）

例１ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000 0

例２ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000

1 神奈川県 横浜市

2

3

4

5

6

7

8

9

※1

※2

他事業所からの受入額
（円）

賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ）（内訳表）（        年度）

加算Ⅰ新規事由がない場合は、前年度からの増減額を記入すること。

合計

同一事業者が運営する全ての施設・事業所（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所）について記入
すること。

同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表

番号 都道府県名 市町村名 施設・事業所名
※1

他事業所への拠出額
（円）



第４号様式の３

　　　年度 処遇改善等加算Ⅰ　賃金改善明細書（職員別表）
市町村 区

施設・事業種別

施設・事業所番号

施設・事業所名称

代表職・氏名

令和４年度の加算
Ⅲ等による賃金改

善額※6

基本給
①

手当
②

賞与
（一時金）

③

小計④
（①＋②＋

③）

処遇Ⅲ
⑥

基本給
⑧

手当
⑨

賞与
（一時金）

⑩

処遇Ⅰ
⑫

処遇Ⅱ
⑬

職員処遇
⑭

計
⑮

処遇Ⅱ
⑯

職員処遇
⑰

計
⑱

処遇Ⅲ
⑲

1 か月

2 か月

3 か月

4 か月

5 か月

6 か月

7 か月

8 か月

9 か月

10 か月

11 か月

12 か月

13 か月

14 か月

15 か月

16 か月

17 か月

18 か月

19 か月

20 か月

21 か月

22 か月

23 か月

24 か月

25 か月

26 か月

27 か月

28 か月

29 か月

30 か月

31 か月

32 か月

33 か月

34 か月

35 か月

36 か月

37 か月

38 か月

39 か月

40 か月

41 か月

42 か月

43 か月

44 か月

45 か月

46 か月

47 か月

48 か月

49 か月

50 か月

【記入における留意事項】
施設・事業所に現に勤務している職員全員（職種を問わず、非常勤を含む。）を記載すること。
備考欄には、年度途中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額（低額、賃金改善を実施しない場合も含む）である場合についてはその理由を記載すること。

※4 法定福利費等の事業主負担額を除く。基準年度については、処遇改善等加算通知第４の２(1)キによるものとする。
※5 人件費の改定状況部分については、施設の職員構成等を踏まえ、施設の判断で適切に配分を行った額を記入すること。
※6 法定福利費等の事業主負担額を除く。
※7 第７号様式添付書類（９）又は（10）における「処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額」の「うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分」を対象職員ごとに算出して記入すること。

法定福利費等の事業主負担額を除く。
※8 第10号様式添付書類における「加算Ⅲによる賃金改善額」の「うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分」を対象職員ごとに算出して記入すること。

法定福利費等の事業主負担額を除く。

横浜市

No 職員名 職種

加算前年度の加算残額に係る支払賃金※6
⑪のうち加算Ⅱの新規事由による賃

金改善額※7基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金※4
人件費の
改定状況
部分※5

⑤

計
⑦

（④＋⑤＋
⑥）

起点賃金水準

賃金改善を行った場合の賃金※4

賃金改善に要した
費用

（処遇Ⅰのみ）⑳
（⑪－⑦－⑮－⑱
－⑲）－㉓（－㉓
は総額で反映）

備考

加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金

小計
⑪

（⑧＋⑨＋
⑩）

勤務月数
(年度内)

法人
役員
との
兼務

⑪のうち加算
Ⅲの新規事
由による賃金
改善額※8

賃金改
善実施
有無

処遇Ⅰ(賃
金改善要件

分)

㉓「㉑」と「㉒」との差額
（不足分があった場合のみ金額表示）

総額
←第４号様式の１（３）⑨事業主負担増加相当総額

㉑　　「人件費の改定状況部分⑤」
　　＋

　「⑤に係る法定福利費等の事業主負担額」

㉒人件費改定部分総額（基準年度から加算当
年度までの公定価格・向上支援費における人

件費の改定分）

←人件費の改定状況部分⑤に係る法定福利費等の事業主負担額



第５号様式

横浜市長

下記について、相違ないことを証明いたします。

（１）処遇改善等加算Ⅱの要件について
次の内容について、「該当」「非該当」を選択してください。

加算額の算定に用いる職員数について

① 加算対象人数の基礎となる職員数

人数A（⑤×１/３）

人数B（⑤×１/５）

（２）職員処遇改善費の要件について
次の内容について、「該当」「非該当」を選択してください。

加算額の算定に用いる職員数について

職員処遇改善費の加算対象職員数「人数Ｃ」

※処遇改善等加算Ⅰの加算率認定申請書（処遇改善等加算Ⅰ）（第１号様式の１）で記載された経験年数
７年０か月以上の職員のうち、「保育士」「保育教諭」「教諭」「保健師・助産師・看護師・准看護師」に限りま
す。

　職員の職位、職責又は職務内容に応じた勤務条件等の要件及びこれに応じた賃
金体系を定め、すべての職員に周知している。

代表者職・氏名

　処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分・キャリアパス要件分及び処遇改善等加算
Ⅱを適用しており、職員処遇改善費を適用する。

加算対象人数②

　処遇改善等加算Ⅱの加算額について、当該施設・事業所から同一法人内の他の
施設・事業所をまたぐ配分を実施しない。

       年度加算算定対象人数等認定申請書（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）

市町村 横浜市 区

施設・事業所名称

施設・事業種別
施設・事業所番号



第６号様式

区

（１）賃金改善について

①

人 人 人

円

円

円

円

円

円

④
※1

（２）賃金改善等見込総額（処遇改善等加算Ⅱ【国】）

① 円

②賃金改善見込総額（③－④－⑤－⑧） 円

円

円

⑤起点賃金水準（⑥＋⑦） 円

円

円

円

⑨事業主負担増加見込総額 円

⑧基準年度に加算Ⅱの対象であり、か
つ加算当年度に加算Ⅱの対象外となっ
た職員に係る、基準年度における加算
Ⅱに係る賃金改善額

④③のうち、加算前年度の加算残額に
係る支払賃金

⑥基準年度の賃金水準（当該年度に
係る加算残額を含む。役職手当、職
務手当など職位、職責又は職務内容
等に応じて決まって毎月支払われる
手当及び基本給に限る。）

③支払賃金（役職手当、職務手当など
職位、職責又は職務内容等に応じて決
まって毎月支払われる手当及び基本給
に限る。）

処遇改善等加算Ⅱ【国】

職員処遇改善費【市】

賃金改善実施期間

⑦基準翌年度から加算当年度までの
公定価格における人件費の改定分

③特定加算見込額（千円未満の端数は切り
捨て）（※1）

代 表 職 ・ 氏 名

加算Ⅱ新規事由

施設・事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合の「加算見込額」及び「特定加算見込額」については、調整による
加算額の増減を反映した（加算見込額にあっては（４）①の額を減じ、（４）③の額を加えた後の、特定加算見込額に
あっては（４）②の額を減じ、（４）④の額を加えた後の）金額を記入すること。

賃金改善等見込総額（②＋⑨）（千円未満の端数
は切り捨て）

     年度賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）

横浜市長

市 町 村 横浜市

②
加算見込額（千円未満の端数は切り捨て）（※
1）

人数Ａ 人数Ｂ 人数Ｃ

施 設 ・ 事 業 種 別

施 設 ・ 事 業 所 番 号

施 設 ・ 事 業 所 名 称

処遇改善等加算Ⅱ【国】

職員処遇改善費【市】



（３）賃金改善等見込総額（職員処遇改善費【市】）

① 円

②賃金改善見込総額（③－④－⑤－⑧） 円

円

円

⑤起点賃金水準（⑥＋⑦） 円

円

円

円

⑨事業主負担増加見込総額 円

（４）他施設への配分等について→職員処遇改善費を申請している場合は、他施設への拠出はできません。

① 円

円

③ 円

円

※

※確認欄（千円未満の端数は切り捨て）

【処遇改善等加算Ⅱ】

＜加算Ⅱ新規事由がある場合＞（以下のＢの額がＡの額以上であること（※1））

Ａ 円

Ｂ 円

※

＜加算Ⅱ新規事由がない場合＞（以下のＢの額がＡの額以上であること（※1）かつDの額がCの額以上であること）

Ａ 円

Ｂ 円

Ｃ 円

Ｄ 円

※

※2

加算Ⅱに係る手当又は基本給の総額【第６号様式
添付書類（５）③＋第６号様式添付書類（６）
③】
原則、加算Ⅱに係る手当又は基本給の総額（Ｄ）は、加算見込額（Ｃ）以上であることが必要だが、法定福利費の事業主負担増
加額が少ないことにより、Ｃの額を下回ることは差し支えない。その場合、その差額については、別途、職員の処遇改善に充て
ること。

加算前年度の賃金水準（起点賃金水準）【（２）
⑤－（４）②＋（４）④】※2

賃金見込総額【（２）③－（２）④】

加算見込額【（１）②】

（4）②及び（４）④から法定福利費等の事業主負担分を除いたうえで算出すること。

④うち基準年度からの増減分

　第６号様式添付書類２の「同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表」を添付すること

特定加算見込額【（１）③】

賃金改善等見込総額【（２）①】

拠出見込額

②うち基準年度からの増減分

受入見込額

⑥基準年度の賃金水準（当該年度に
係る加算残額を含む。役職手当、職
務手当など職位、職責又は職務内容
等に応じて決まって毎月支払われる
及び基本給に限る。）

⑦基準翌年度から加算当年度までの
公定価格における人件費の改定分

⑧基準年度に職員処遇改善費の対象で
あり、かつ加算当年度に職員処遇改善
費の対象外となった職員に係る、基準
年度における職員処遇改善費に係る賃
金改善額

③支払賃金（役職手当、職務手当など
職位、職責又は職務内容等に応じて決
まって毎月支払われる手当及び基本給
に限る。）

④③のうち、加算前年度の加算残額に
係る支払賃金

賃金改善等見込総額（②＋⑨）（千円未満の端数
は切り捨て）

原則、賃金改善等見込総額（Ｂ）は、特定加算見込額（Ａ）以上であることが必要だが、法定福利費の事業主負担増加額
が少ないことにより、Ａの額を下回ることは差し支えない。その場合、その差額については、別途、職員の処遇改善に充
てること。



【職員処遇改善費】

＜職員処遇改善費　新規事由がある場合＞（以下のＢの額がＡの額以上であること（※1））

Ａ 円

Ｂ 円

※

＜職員処遇改善費　新規事由がない場合＞（以下のＢの額がＡの額以上であること（※1）かつDの額がCの額以上であること）

Ａ 円

Ｂ 円

Ｃ 円

Ｄ 円

※

上記について、すべての職員に対し、周知をした上で、提出していることを証明いたします。

職員処遇改善費に係る手当又は基本給の総額【第
６号様式添付書類（５）③】

原則、職員処遇改善費に係る手当又は基本給の総額（Ｄ）は、加算見込額（Ｃ）以上であることが必要だが、法定福利費の事業
主負担増加額が少ないことにより、Ｃの額を下回ることは差し支えない。その場合、その差額については、別途、職員の処遇改
善に充てること。

加算前年度の賃金水準（起点賃金水準）【（３）
⑤】

賃金見込総額【（３）③－（３）④】

加算見込額【（１）②】

特定加算見込額【（１）③】

賃金改善等見込総額【（３）①】

原則、賃金改善等見込総額（Ｂ）は、特定加算見込額（Ａ）以上であることが必要だが、法定福利費の事業主負担増加額
が少ないことにより、Ａの額を下回ることは差し支えない。その場合、その差額については、別途、職員の処遇改善に充
てること。



第６号様式（添付書類）

※うち基準翌年
度から加算当年
度における賃金

改善分

例1 9 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 480,000 0

例2 7 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 480,000 0

1 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

2 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

3 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

4 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

5 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

6 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

7 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

8 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

9 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

10 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

11 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

12 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

13 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

14 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

15 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

16 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

17 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

18 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

19 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

20 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

21 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

22 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

23 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

24 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

25 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

26 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

27 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

28 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

29 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

30 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

円 円 円 円

円 円

円 円

横浜市 区

②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額

③①＋②

①賃金改善見込額　計

合計

うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善
分

※加算Ⅱ新規事由がある場合のみ記入

うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善
分

※加算Ⅱ新規事由がある場合のみ記入

副主任保育士 保育士 基本給 40,000 480,000 0 0 0 0 0 0

経験年数

施設事業所番号

番号 職名 職種
改善する
給与項目

処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額

専門リーダー 保育士 手当 30,000 360,000

職員処遇改善費による賃金改善額

0 0 10,000 120,000 0 0

（５）副主任保育士等に係る賃金改善について（内訳）

市町村

施設・事業所名称



（６）職務分野別リーダー等に係る賃金改善について（内訳）

例1 3 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円

例2 2 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円

1 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

2 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

3 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

4 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

5 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

6 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

7 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

8 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

9 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

10 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

11 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

12 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

13 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

14 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

15 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

16 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

17 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

18 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

19 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

20 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

21 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

22 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

23 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

24 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

25 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

26 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

27 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

28 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

29 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

30 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

円 円

円

円

②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額

③①＋②

①賃金改善見込額　計

◇◇◇リーダー 事務職員 基本給 5,000 60,000 0 0

○○○リーダー 保育士 基本給 5,000 60,000 0 0

番号 職名 職種
改善する
給与項目

処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額

うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善
分

※加算Ⅱ新規事由がある場合のみ記入

区

経験年数



第６号様式（添付書類２）

市町村 横浜市 区

施設・事業種別
施設・事業所番号
施設・事業所名称

代表職・氏名

うち基準年度か

らの増減額※2

（円）

うち基準年度か

らの増減額※2

（円）

例１ ○○県 ○○市 ○○保育所 40,000

例２ ○○県 ○○市 ○○保育所 40,000

1 神奈川県 横浜市 0

2

3

4

5

6

7

8

0 0 0 0

※1

※2

合計

同一事業者が運営する全ての施設・事業所（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所）について
記入すること。

加算Ⅱ新規事由がない場合は、前年度からの増減額を記入すること。

賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ）（内訳表）（     年度）
同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表

番号 都道府県名 市町村名 施設・事業所名※1

他事業所への拠出額
（円）

他事業所からの受入額
（円）



第６号様式（添付書類３） 令和 年度　研修受講履歴一覧（保育所・地域型保育事業所）
Ver.1.0

所在区 区

施設・事業種別

施設・事業所番号

施設・事業所名

代表者職・氏名

②幼児保育 ③障害児保育
④食育・アレ
ルギー対応

④食育・アレ
ルギー対応

⑤保健衛生・
安全対策

⑥保護者支
援・子育て支

援

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

No 氏名 職位
修了した専門分野

別研修数
マネジメント

研修①乳児保育

専門分野別研修



第６号様式（添付書類３） 令和 年度　研修受講履歴一覧（保育所・地域型保育事業所）
Ver.1.0

所在区 区

施設・事業種別

施設・事業所番号

職位 施設・事業所名

氏名 代表者職・氏名

No 修了日 実施主体 講義名・テーマ 修了証番号 研修分野
※職位を入力後に選択してください

横浜市（区）主
催研修等の
修了時間数

（単位：時間）

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 0時間
【留意事項】
(1)　保育士等キャリアアップ研修の場合は研修分野を選択、横浜市（区）主催研修等については時間数を入力する。
(2)　「修了日」は、研修修了証の年月日又は研修を受講した年月日を記入する。
(3)　保育実践研修は平成29年度から令和元年度までに実施されたものに限り含めることができる。また、平成29年度から令和元年度までに実施されたマネジメント研修については専門分野に

(4)　研修受講履歴一覧の内容を確認できる資料（保育士等キャリアアップ研修修了証の写等）を施設において保管する。
　　 含めることができる。

研修名

合計



第６号様式（添付書類４） Ver.1.0

令和 年度　研修受講履歴一覧（保育所・地域型保育事業所）

所在区 区

施設・事業種別

施設・事業所番号

施設・事業所名

代表者職・氏名

うち、マネジメント
分野

うち、園内研修

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

職種No 氏名 職位

修了時間数



第６号様式（添付書類４） 令和 年度　研修受講履歴一覧（幼稚園・認定こども園）
Ver.1.0

所在区 区

施設・事業種別

施設・事業所番号

職位 施設・事業所名

氏名 代表者職・氏名

No 修了日 実施主体 講義名・テーマ 研修種別 修了証番号 修了時間数
マネジメント
分野に係る研
修の場合は〇

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【留意事項】
(1)　研修ごとに１行で記載する。ただし、マネジメント研修は別行で整理する。
(2)　「修了日」は、研修修了証の年月日又は研修を受講した年月日を記入する。
(3)　「研修名」は、研修会の名称を記載する。

(5)　園内研修（幼稚園等）を対象としたい場合は、「園内研修実施状況」を添付する。
(6)　一覧の内容を確認できる資料（幼稚園教諭免許状更新講習修了証明書（履修証明書）の写し等）を施設において保管する。

研修名

合計

(4)　「講義名・テーマ」は、研修会における講義の名



第７号様式

区

（１）加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況（処遇改善等加算Ⅱ【国】）

（加算前年度の加算残額がある場合のみ記入）

① 加算前年度の加算残額
円

②
円

④

（２）加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況（職員処遇改善費【市】）

（加算前年度の加算残額がある場合のみ記入）

① 加算前年度の加算残額
円

②
円

④

（３）加算実績額

① 人 人 人

円

円

円

円

円

円

③
※

手当（名称を入力：　　　　　）

その他（内容を入力：　　　　）

施設・事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合の「加算実績額」及び「特定加算実績額」については、調整による
加算額の増減を反映した（加算実績額にあっては（６）①の額を減じ、（６）③の額を加えた後の、特定加算実績額に
あっては（６）②の額を減じ、（６）④の額を加えた後の）金額を記入すること。

～

　　　年度賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費）

横浜市長

市 町 村 名 横浜市

代 表 者 ・ 氏 名

③
加算前年度の加算残額に対応した賃金の
支払い状況

支払いの有無 支払い時期

③
加算前年度の加算残額に対応した賃金の
支払い状況

賃金改善の方法

加算前年度の加算残額に対応した支払い
賃金額（法定福利費等の事業主負担増加
額を含む）

施 設 ・ 事 業 種 別

施設・事業所番号

施設・事業所名称

賃金改善の方法

手当（名称を入力：　　　　）

その他（内容を入力：　　　）

処遇改善等加算Ⅱ【国】　《通知》

　具体的な支払い方法

支払った給与の項目 賞与（一時金）

加算前年度の加算残額に対応した支払い
賃金額（法定福利費等の事業主負担増加
額を含む）

支払いの有無 支払い時期

　具体的な支払い方法

基本給

支払った給与の項目 賞与（一時金）

職員処遇改善費【市】

②特定加算実績額（千円未満の端数は切り
捨て）（※）

加算実績額（千円未満の端数は切り捨て）
（※）

人数Ａ 人数Ｂ 人数Ｃ

職員処遇改善費【市】

賃金改善実施期間

《配分調整後》

処遇改善等加算Ⅱ【国】　《通知》

《配分調整後》

基本給



（４）賃金改善等実績総額（処遇改善等加算Ⅱ【国】）

① 円

②賃金改善実績総額（③－④－⑤－⑧） 円

円

円

⑤起点賃金水準（⑥＋⑦） 円

円

円

円

⑨事業主負担増加相当総額 円

（５）賃金改善等実績総額（職員処遇改善費【市】）

① 円

②賃金改善実績総額（③－④－⑤－⑧） 円

円

円

⑤起点賃金水準（⑥＋⑦） 円

円

円

円

⑨事業主負担増加相当総額 円

（６）他施設との配分調整について→職員処遇改善費を申請している場合は、他施設への拠出はできません。　

① 円

円

③ 円

円
※　第７号様式添付書類２の「同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表」を添付すること

⑦基準翌年度から加算当年度ま
での公定価格における人件費の
改定分

⑧基準年度に職員処遇改善費の対象
であり、かつ加算当年度に職員処遇
改善費の対象外となった職員に係
る、基準年度における職員処遇改善
費に係る賃金改善額

④うち基準年度からの増減分

拠出実績額

受入実績額

賃金改善等実績総額（②＋⑨）（千円未満の
端数は切り捨て）

③支払賃金（役職手当、職務手当な
ど職位、職責又は職務内容等に応じ
て決まって毎月支払われる手当又は
基本給に限る。）

④③のうち、加算前年度の加算残額
に係る支払賃金

⑦基準翌年度から加算当年度ま
での公定価格における人件費の
改定分

④③のうち、加算前年度の加算残額
に係る支払賃金

②うち基準年度からの増減分

賃金改善等実績総額（②＋⑨）（千円未満の
端数は切り捨て）

③支払賃金（役職手当、職務手当な
ど職位、職責又は職務内容等に応じ
て決まって毎月支払われる手当又は
基本給に限る。）

⑥基準年度の賃金水準（当該年
度に係る加算残額を含む。役職
手当、職務手当など職位、職責
又は職務内容等に応じて決まっ
て毎月支払われる手当又は基本
給に限る。）

⑥基準年度の賃金水準（当該年
度に係る加算残額を含む。役職
手当、職務手当など職位、職責
又は職務内容等に応じて決まっ
て毎月支払われる手当又は基本
給に限る。）

⑧基準年度に加算Ⅱの対象であり、
かつ加算当年度に加算Ⅱの対象外と
なった職員に係る、基準年度におけ
る加算Ⅱに係る賃金改善額



（７）加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について（処遇改善等加算Ⅱ【国】）

①

円

（以下、加算残額が生じた場合のみ記入）

（８）加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について（職員処遇改善費【市】）

①

円

（以下、加算残額が生じた場合のみ記入）

上記について相違ないことを証明いたします。

加算Ⅱ新規事由の有無

※加算Ⅱ新規事由の有無の別により以下により算
出すること。
・加算Ⅱ新規事由がある場合：
【国】（３）②－｛第７号様式添付書類（９）③
＋第７号様式添付書類（10）③｝
・加算Ⅱ新規事由がない場合：
【国】（３）①－｛第７号様式添付書類（９）③
＋第７号様式添付書類（10）③｝

基本給

支払う予定の給与の項目

具体的な支払い方法

賞与（一時金）

加算実績額に要した費用の総額との差額（千
円未満の端数は切り捨て）

手当（名称を入力：　　　　　）

その他（内容を入力：　　　　　　）

④ 具体的な支払い方法

※加算Ⅱ新規事由の有無の別により以下により算
出すること。
・加算Ⅱ新規事由がある場合：
【市】（３）②－｛第７号様式添付書類（９）
③｝
・加算Ⅱ新規事由がない場合：
【市】（３）①－｛第７号様式添付書類（９）
③｝

② 加算残額に対応した賃金の支払い状況
支払いの有無 支払い時期

③ 支払う予定の給与の項目

その他（内容を入力：　　　　　　）

手当（名称を入力：　　　　　）

賞与（一時金）

基本給

③

④

加算実績額に要した費用の総額との差額（千
円未満の端数は切り捨て） 加算Ⅱ新規事由の有無

② 加算残額に対応した賃金の支払い状況
支払いの有無 支払い時期



第７号様式（添付書類）

（９）副主任保育士等に係る賃金改善について（内訳）

※うち基準翌年度から加算当
年度における賃金改善分

例1 9 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 480,000 0

例2 7 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 480,000 0

1 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

2 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

3 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

4 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

5 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

6 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

7 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

8 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

9 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

10 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

11 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

12 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

13 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

14 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

15 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

16 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

17 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

18 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

19 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

20 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

21 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

22 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

23 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

24 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

25 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

26 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

27 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

28 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

29 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

30 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

円 円 円 円

円 円

円 円③①＋②

①賃金改善額　計

②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額

基本給 40,000 480,000 0 0

0 10,000 120,000 0 0

0 0 0 0

専門リーダー 保育士 手当 30,000 360,000 0

副主任保育士

番号 職名 職種 経験年数
改善した
給与項目

処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額 職員処遇改善費による賃金改善額 合計

うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分
※加算Ⅱ新規事由がある場合のみ記入

うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分
※加算Ⅱ新規事由がある場合のみ記入

市町村 横浜市 区

施設・事業所番号

施設・事業所名称

保育士



（10）職務分野別リーダー等に係る賃金改善について（内訳）

例1 3 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円

例2 2 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円

1 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

2 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

3 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

4 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

5 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

6 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

7 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

8 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

9 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

10 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

11 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

12 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

13 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

14 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

15 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

16 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

17 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

18 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

19 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

20 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

21 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

22 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

23 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

24 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

25 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

26 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

27 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

28 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

29 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

30 円 × 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 月 × 1 人 ＝ 円

円 円

円

円

②上記に対応する法定福利費等の事業主負担分の総額

③①＋②

①賃金改善額　計

◇◇◇リー
ダー

事務職員 基本給 5,000 60,000 0

○○○リー
ダー

保育士 基本給 5,000 60,000 0 0

0

番号 職名 職種 経験年数
改善した
給与項目

処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額

うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分
※加算Ⅱ新規事由がある場合のみ記入



第７号様式（添付書類２）

市町村 横浜市 区

施設・事業種別

施設・事業所番号

施設・事業所名称

代表者・氏名

うち基準年度から

の増減額※2

（円）

うち基準年度から

の増減額※2

（円）

例１ ○○県 ○○市 ○○保育所 40,000

例２ ○○県 ○○市 ○○保育所 40,000

1 神奈川県 横浜市 0

2

3

4

5

6

7

8

0 0 0 0

※1

※2

賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ）（内訳表）（        年度）

加算Ⅱ新規事由がない場合は、前年度からの増減額を記入すること。

合計

同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表

番号 都道府県名 市町村名 施設・事業所名
※1

他事業所への拠出額
（円）

他事業所からの受入額
（円）

同一事業者が運営する全ての施設・事業所（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所）について記入するこ
と



第８号様式

当該年度の処遇改善等加算Ⅲに係る加算算定対象人数等の認定について、次のとおり申請します。

(1) 処遇改善等加算Ⅲの要件について

加算額の算定に用いる職員数について

加算Ⅲ算定対象人数 人

(2) 向上支援費加算Ⅲの適用について

　【保育所、認定こども園（２・３号）、小規模保育事業Ａ・Ｂ型、事業所内保育事業Ａ型のみ】

向上支援費加算Ⅲの適用

※ (1)の要件が「非該当」の場合、(2)の適用については選択できません。

　　　年度　加算算定対象人数等認定申請書（処遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）

横浜市長

市 町 村 名

施 設 ・ 事 業 所 名

処遇改善等加算Ⅲによる賃金改善に係る計画の具体的内容を職員に周知している

施 設 ・ 事 業 種 別

施設・事業所番号

代 表 者 職 ・ 氏 名

次の内容について、「該当」「非該当」のいずれかを選択してください。

区横浜市



第９号様式

区

（１）賃金改善について

①

人

円

円

④ （ ヶ月 ）

⑤

※

（２）賃金改善等見込総額
①

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（３）他施設への配分等について

① 円

円

③ 円

円

※　別紙様式９別添２の「同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表」を添付すること。

※確認欄

＜加算Ⅲ新規事由がある場合＞（以下のＢの額がＡの額以上であること（※1）かつＤの額がＣの額以上であること（※2））
Ａ 円

Ｂ 円

Ｃ 円

Ｄ 円

※1

＜加算Ⅲ新規事由がない場合＞（以下のＢの額がＡの額以上であることかつＤの額がＣの額以上であること（※2））

Ａ 円

Ｂ 円

Ｃ 円

Ｄ 円

※2

※3 （３）②及び（３）④から法定福利費等の事業主負担分を除いたうえで算出すること。

上記の内容について、全ての職員に対し周知をした上で、提出していることを証明いたします。

　　　年度賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）

市 町 村 名

施 設 ・ 事 業 種 別

横浜市

処遇改善等加算Ⅲ【国】

② 加算見込額（千円未満の端数は切り捨て）（※）

代 表 者 ・ 氏 名

加算Ⅲ新規事由 あり

施設・事業所番号

加算Ⅲ算定対象人数

施設・事業所名称

賃金改善実施期間

施設・事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合の「加算見込額」及び「特定加算見込額」について
は、調整による加算額の増減を反映した（加算見込額にあっては（３）①の額を減じ、（３）③の額を加え
た後の、特定加算見込額にあっては（３）②の額を減じ、（３）④の額を加えた後の）金額を記入するこ

②賃金改善見込総額（③－④－⑤－⑥）

賃金改善等見込総額（②＋⑩）（千円未満の端数は切
り捨て）

向上支援費加算Ⅲ

~

③支払賃金

④③のうち、加算前年度基準年度の加算残額に
係る支払賃金

⑤③のうち、加算Ⅱの新規事由による賃金改善
額（職員処遇改善費分）

⑤③のうち、加算Ⅱの新規事由による賃金改善
額（処遇改善等加算Ⅱ分）

加算Ⅲによる賃金改善見込額の総額【別紙様式９別添
１の「加算Ⅲによる賃金改善見込額」と「賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分」の総額欄
の合計】

加算見込額【（１）②】

基準年度の賃金水準（起点賃金水準）【（２）⑥－
（３）②＋（３）④（※3）】

⑨令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額

⑧基準翌年度から加算当年度までの公定価格
における人件費の改定分

処遇改善等加算Ⅲ【国】

　原則、賃金改善額（Ｄ）は、加算額（Ｃ）以上であることが必要だが、法定福利費の事業主負担増加額が少ないことに
より、Ｃの額を下回ることは差し支えない。その場合、その差額については、別途、職員の処遇改善に充てること。

⑩事業主負担増加見込総額

拠出見込額

②うち基準年度からの増減分

原則、賃金改善等見込総額（Ｂ）は、特定加算見込額（Ａ）以上であることが必要だが、法定福利費の事業主負担増加額
が少ないことにより、Ａの額を下回ることは差し支えない。その場合、その差額については、別途、職員の処遇改善に充
てること。

加算見込額【（１）②】

加算Ⅲによる賃金改善見込額の総額【別紙様式９別添
１の「加算Ⅲによる賃金改善見込額」と「賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分」の総額欄
の合計】

③特定加算見込額（千円未満の端数は切り捨て）（※

受入見込額

④うち基準年度からの増減分

特定加算見込額【（１）③】
賃金改善等見込総額【（２）①】

⑥起点賃金水準（⑦＋⑧－⑨）

⑦基準年度の賃金水準（当該年度に係る加算
残額（令和４年度の加算Ⅲに係るものを除
く）を含む）

賃金見込総額【（２）③－（２）④－（２）⑤】



第９号様式添付書類１

処遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲに係る賃金改善内訳(職員別内訳)

基本給及び決
まって毎月支

払う手当
その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

施設・事業所に現に勤務している職員全員(職種を問わず、非常勤を含む。)を記入すること。

※1
※2

※3

賃金改善見込総額①

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分② ※2

①+②合計

施設・事業所名

No 職員名 職種

加算Ⅲによる賃金改善見込額　※1

備考

「加算Ⅲによる賃金改善見込額（法定福利費等の事業主負担額を含む）」に占める「基本給及び決まって毎月支払う手当
による金額」の割合が３分の２以上であることが必要。

【記入における留意事項】

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を除く。

加算による賃金改善のうち、基本給及び決まって毎月支払う手当に
よるものの割合※3

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分については以下の算式により算定することを標準とする。
〔算式〕
加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷加算前年度における賃金の総額×賃金改善額

備考欄には、賃金改善実施期間中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額(低額、
賃金改善を実施しない場合も含む)である場合についてはその理由を記入すること。



第９号様式添付書類２

施設・事業所名

うち基準年度か
らの増減額

（円）

うち基準年度か
らの増減額

（円）

例１ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000円

例２ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000円

1 神奈川県 横浜市

2

3

4

5

6

7

8

※1 同一事業者が運営する全ての施設・事業所(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所、特例保育を提
供する施設)について記入すること。

同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表
（処遇改善等加算Ⅲ）（内訳表）（　　　年度）

合計

番号 都道府県名 市町村名 施設・事業所名※1

他事業所への拠出額
（円）

他事業所からの受入額
（円）



第10号様式

区

（１）前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況（処遇改善等加算Ⅲ【国】）
（前年度の加算残額がある場合のみ記入）

①
円

②
円

④

（２）前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況（向上支援費加算Ⅲ【市】）
（前年度の加算残額がある場合のみ記入）

①
円

②
円

④

（３）加算実績額

①

円

配分調整後 円

円

円

配分調整後 円

③

※ 施設・事業所間で加算額の一部の配分を調整する場合の「加算実績額」及び「特定加算実績額」については、調整によ
る加算額の増減を反映した（加算実績額にあっては（５）①の額を減じ、（５）③の額を加えた後の、特定加算実績額に
あっては（５）②の額を減じ、（５）④の額を加えた後の）金額を記入すること。

～賃金改善実施期間

賃金改善の方法 基本給

支払った給与の項目 賞与（一時金）

加算実績額（千円未満の端数は切り捨て）（※）

具体的な支払い方法

加算前年度の加算残額

加算前年度の加算残額に対応した支払い賃金額（法定
福利費等の事業主負担増加額を含む）

具体的な支払い方法

手当（名称を入力：　　　　）

その他（内容を入力：　　　）

　　年度賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲ）

市 町 村 名

施 設 ・ 事 業 種 別

代 表 者 ・ 氏 名

加算前年度の加算残額

③

加算前年度の加算残額に対応した支払い賃金額（法定
福利費等の事業主負担増加額を含む）

横浜市

施設・事業所名称

施設・事業所番号

加算前年度の加算残額に対応した賃金の支払い状況

支払いの有無 支払い時期

③ 加算前年度の加算残額に対応した賃金の支払い状況

支払いの有無 支払い時期

賃金改善の方法 基本給

支払った給与の項目

手当（名称を入力：　　　　）

賞与（一時金）

その他（内容を入力：　　　）

処遇改善等加算Ⅲ【国】　《通知》

向上支援費加算Ⅲ【市】　《通知》

②特定加算実績額（千円未満の端数は切り捨て）
※）

処遇改善等加算Ⅲ【国】　《通知》



（４）賃金改善等実績総額

①
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

⑩

（５）他施設への配分等について

① 円

円

③ 円

円

※

（６）加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について（処遇改善等加算Ⅲ【国】）

① 円

円

（以下、加算残額が生じた場合のみ記入）

（７）加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について（向上支援費加算Ⅲ【市】）

① 円

（以下、加算残額が生じた場合のみ記入）

上記の内容について、全ての職員に対し周知をした上で、提出していることを証明いたします。

③

加算実績額に要した費用の総額との差額（千円未満の端数は
切り捨て）

（３）①－別紙様式10別添１の「加算Ⅲによる賃金改善額」
と「賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分」
の総額欄の合計

支払いの有無 支払い時期

なし

賃金改善等実績総額（②＋⑨）（千円未満の端数は切り捨
て）

②賃金改善実績総額（③－④－⑤－⑥）

③支払賃金

③ 支払った給与の項目

④ 具体的な支払い方法

② 加算残額に対応した賃金の支払い状況
支払いの有無 支払い時期

なし

支払った給与の項目

※加算Ⅲ新規事由ありの場合、以下についても算出するこ
と。
（３）②－（４）①

加算Ⅲ新規事由の有無

④③のうち、加算前年度の加算残額に係る支払賃金

拠出額

②うち基準年度からの増減分

受入額

加算実績額に要した費用の総額との差額（千円未満の端数は
切り捨て）

（３）①－別紙様式10別添１の「加算Ⅲによる賃金改善額」
と「賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分」
の総額欄の合計

④ 具体的な支払い方法

⑨令和４年度の加算Ⅲ等による賃金改善額

令和４年10月以降の賃金水準が、令和４年９月までの賃金水
準を下回っていないこと。
※保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業を実施した施設・事
業所のみ記入

⑥起点賃金水準（⑦＋⑧）

⑦加算前年度の賃金水準（当該年度に係る加算残
額を含む）

⑧加算当年度の公定価格における人件費の改定分

⑨事業主負担増加相当総額

④うち基準年度からの増減分

別紙様式10別添２の「同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表」を添付すること。

加算残額に対応した賃金の支払い状況②

⑤
③のうち、加算Ⅱの新規事由による賃金改善額
（職員処遇改善費分）

③のうち、加算Ⅱの新規事由による賃金改善額
（処遇改善等加算Ⅱ分）

基本給

手当（名称を入力：　　　　）

賞与（一時金）

その他（内容を入力：　　　）

基本給

手当（名称を入力：　　　　）

賞与（一時金）

その他（内容を入力：　　　）



第10号様式（添付書類１）

処遇改善等加算Ⅲ及び向上支援費加算Ⅲに係る賃金改善内訳(職員別内訳)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

施設・事業所に現に勤務している職員全員(職種を問わず、非常勤を含む。)を記入すること。

※1
※2

※3 「加算Ⅲによる賃金改善額」に占める「基本給及び決まって毎月支払う手当による金額」の割合が３分の２以上であることが必要。法定福利
費等の事業主負担額を除く。

加算による賃金改善のうち、基本給及び決まって毎月支払う手当
によるものの割合※3

【記入における留意事項】

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を除く。
賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分については以下の算式により算定することを標準とする。
〔算式〕
加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷加算前年度における賃金の総額×賃金改善額

備考欄には、賃金改善実施期間中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額(低額、賃金改善を実施しない場合も含む)
である場合についてはその理由を記入すること。

総額

No 職員名 職種 備考基本給及び決
まって毎月支
払う手当

その他

向上支援
費加算Ⅲ
による賃
金改善額
※1

施設・事業所名

賃金改善に伴い
増加する法定福
利費等の事業主
負担分　※2

加算Ⅲによる賃金改善額　※1

賃金改善に伴い
増加する法定福
利費等の事業主
負担分　※2



第10号様式（添付書類２）

施設・事業所名

うち基準年度か
らの増減額

（円）

うち基準年度か
らの増減額

（円）

例１ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000円

例２ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000円

1 神奈川県 横浜市

2

3

4

5

6

7

8

※1 同一事業者が運営する全ての施設・事業所(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所、特例保育を提
供する施設)について記入すること。

同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表

合計

番号 都道府県名 市町村名 施設・事業所名※1

他事業所への拠出額
（円）

他事業所からの受入額
（円）

賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅲ）（内訳表）（　　　年度）
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